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川崎市川崎市民館・労働会館、川崎市川崎市民館・労働会館大師分館及び 

川崎市川崎市民館・労働会館田島分館並びに川崎市立川崎図書館大師分館及び 

川崎市立川崎図書館田島分館 指定管理業務仕様書 

 

１ 目的 

本仕様書は、川崎市川崎市民館・労働会館（以下「市民館・労働会館」という。）、川崎市川崎市民館・

労働会館大師分館及び川崎市川崎市民館・労働会館田島分館（以下「市民館・労働会館分館」という。）

並びに川崎市立川崎図書館大師分館及び川崎市立川崎図書館田島分館（以下「図書館分館」という。）

の管理運営に関する基本的な考え方、業務の内容、履行方法及び業務水準について具体的に示すことを

目的とする。なお、本仕様書は、川崎市（以下「市」という。）が指定管理者の募集・選定に当たり、

応募者を対象に交付する募集要項及び参考資料と一体のものとして提示するものであり、応募者は、施

設及び仕様書の内容を十分に確認した上で提案を行うものとする。 

 

２ 運営に関する基本的な考え方 

（１）市民館・労働会館及び市民館・労働会館分館 

ア 市民館・労働会館及び市民館・労働会館分館（以下「市民館・労働会館等」という。）は、下記イ

及びウの市民館及び労働会館のそれぞれの設置目的に加え、複合施設の特性を活かし、「利用者の

交流を促進すること」を設置目的とする。 

イ 市民館は、「社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）」に基づく「公民館」と大ホールやギャラ

リーを備えた「文化会館」の２つの機能を持つ都市型施設として、各区に１館設置するとともに、

地域に密着した施設として６館の分館を設置し、施設提供事業や社会教育振興事業の実施を通じ、

市民の自発的・主体的な学習活動を支援する。 

（ア）市民の身近な学びの場として、市民が集い、つながる、地域に根差した施設を目指すととも

に、タイムリーな話題や市民ニーズに対応した事業企画により、市民の学習意欲を高める事

業展開を図る。 

（イ）「今後の市民館・図書館のあり方（令和３年３月策定）」で「今後の目指す方向性」として示

した、「行きたくなる」、「まちに飛び出す」、「地域のチカラを育む」市民館となるよう、市民

が集う利用しやすい環境づくりや、多様な市民ニーズに対応した学びの支援、多様な主体の

参加と協働・連携による地域づくりに関する取組を進める。 

（ウ）社会教育振興を図るための学級・講座等の開催などを通じて、社会生活や地域の課題につい

ての学びの場を積極的に創出しながら、地域における社会教育を振興する取組を推進する。 

ウ 労働会館は、労働者の勤労意欲の向上と労働組合その他諸団体の健全なる発達を目的とした「い

こい、語らい、学びあう」施設として、労働に関する情報の収集・提供、学習・研修などの事業

を通じ、労働者、企業、労働組合等の活動を支援する。 

エ 施設の効用を最大限に発揮させ、効果的・効率的な管理運営により市民サービスの向上を図ると

ともに、経費の縮減に努める。 

（２）図書館分館 

ア 図書館は、「図書館法（昭和２５年法律第１１８号）」に基づく施設として、各区に１館の地区館
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を設置するとともに、分館５館と閲覧所１館に加え、自動車文庫での市内２１ポイントの巡回、

図書館資料を効率的に提供するためＩＣＴなどを活用した図書館ネットワークを構築し、全市的

な図書館サービスを展開する。 

（ア）地域や市民にとって役立つ「知と情報の拠点」を目指して、市民の生涯学習を支える取組や

調べ物相談（レファレンスサービス）をはじめとした市民の仕事や生活に役立つサービスを

提供する。 

（イ）「今後の市民館・図書館のあり方」で「今後の目指す方向性」として示した、「行きたくなる」、

「まちに飛び出す」、「地域のチカラを育む」図書館となるよう、一人ひとりの市民が使いや

すいしくみづくりや、多様な利用ニーズに対応した読書支援、地域や市民に役立つ図書館づ

くりに関する取組を進める。 

（ウ）児童生徒の読書支援など学校図書館との協働の推進、市内大学や関係機関等と連携した川崎

として特色のある図書館としての取組を行う。 

（エ）持続的で安定した効果的・効率的な運営や図書館職員の専門的能力と資質の向上を目指した

運営に努めるとともに、ボランティアや各種市民グループ・団体との協働の取組など、市民

に信頼され、市民に支えられる図書館としての取組を行う。 

イ 施設の効用を最大限に発揮させ、効果的・効率的な管理運営により市民サービスの向上を図ると

ともに、経費の縮減に努める。 

 

３ 指定期間（予定） 

指定管理者の指定期間は、令和９（２０２７）年１１月１日から令和１５（２０３３）年３月３１日

まで（５年５か月）とする。ただし、管理を継続することが妥当でないと認める場合には、指定管理者

の指定を取り消すことがある。 

 

４ 業務の範囲 

指定管理者が行う業務は次のとおりとする。 

（１）施設全般の管理運営に関する業務 

（２）市民館・労働会館等の運営に関する業務 

（３）図書館分館の運営に関する業務 

（４）施設の維持管理に関する業務 

（５）施設の清掃に関する業務 

（６）廃棄物の管理・処理に関する業務 

（７）川崎市社会教育委員会議が設置する川崎市社会教育委員会議川崎市民館・労働会館専門部会及び

川崎市社会教育委員会議図書館専門部会に関する業務 

（８）その他施設の管理運営に関して､市が必要と認める業務 

 

５ 業務上の留意点 

（１）「川崎市川崎市民館・労働会館条例（令和６年川崎市条例第４８号）」（以下「市民館・労働会館条

例」という。）、「川崎市川崎市民館・労働会館条例施行規則（令和６年川崎市規則第５８号）」（以
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下「市民館・労働会館規則」という。）、「川崎市川崎市民館・労働会館条例施行規則（令和６年川

崎市教育委員会規則第８号）」（以下「教委市民館・労働会館規則」という。）、「川崎市立図書館条

例（昭和２５年川崎市条例第３２号）」（以下「図書館条例」という。）及び「川崎市立図書館条例

施行規則（平成２年教育委員会規則第１５号）」（以下「図書館規則」という。）等にのっとり、管

理運営することはもとより、法律、条例その他関連法規等を遵守し、適正な業務を遂行すること。 

（２）市民館・労働会館等及び図書館分館が、これまで地域との協働で施設の管理運営や事業を行ってき

た経過を尊重するとともに、関連機関との連携を図るなど、「川崎市総合計画」、「川崎市教育振興

基本計画 かわさき教育プラン」に基づく取組の推進及び「『読書のまち・かわさき』子ども読書活

動推進計画」、「今後の市民館・図書館のあり方」の具現化に留意すること。 

（３）「かわさき産業振興プラン」に基づき、市内中小企業の勤労者がより豊かで充実した生活を送れる

よう、勤労者施策を充実し、勤労者福祉の向上に取り組むこと。 

（４）「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」や関係法令等を遵守し、個人情報保護

には特段の注意義務をもってあたること。 

（５）障害のある方の利用に際して必要かつ合理的な配慮を行うこと。 

（６）利用者の安全確保に留意するとともに、利用者が快適な環境のもとで活動を行うことができるよ

う、施設の保守・管理及び利用環境の保全・整備に努めること。事故及び機器の異常等が発生した

場合は速やかに対応を行い、利用者の安全と円滑な利用の確保に努めること。 

（７）市民の自発的・主体的な学習活動の支援を目的とした施設であることを踏まえ、コミュニティ形成

や地域における生涯学習に資するよう適切な管理運営を行い、また、施設運営に市民が参加できる

ような仕組みづくりに留意すること。 

（８）利用者や地域住民の声を把握して、地域との連携を推進し、地域に根ざした施設の管理運営を行う

よう留意すること。 

（９）公の施設であることを念頭に置き、特定の個人・団体等に有利あるいは不利になることがないよ

う、公益性や公平性に留意するとともに、利用者の平等な利用を確保すること｡ 

（１０）市民サービスの水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なサービスの提供に留意し、管理運営

を行うこと。 

（１１）施設設備の利用提供を行う際には、利用者の活動目的の達成に留意し、利用する施設や設備の相

談に対応すること。また、利用者の活動を支援するため、関連機関等と連携を図るなど、必要に応

じた対応を行うこと。 

（１２）市民館・労働会館は、川崎市地域防災計画や市の指示等に基づき、災害時等においては、区災害

ボランティアセンターや帰宅困難者一時滞在施設等に指定されていることから、それぞれの用途

に応じた施設の提供及び管理を行うこと。また、市民館・労働会館分館及び図書館分館において

も、災害時等においては市の指示等に基づき、それぞれの用途に応じた施設の提供及び管理を行う

こと。 
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６ 指定管理対象施設の概要 

（１）川崎市民館・労働会館 

所在地 川崎市川崎区富士見２丁目５番２号 

開設年月 令和９（２０２７）年１１月（予定） 

構 造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 

規 模 地上５階地下１階 

敷地面積 ４，９５７．４７㎡ 

建築面積 ３，１６７．２６㎡ 

延床面積 １０，０３１．４３㎡ 

施
設
内
容 

地下１階 体育室（２）、スタジオ（３）、オープンスペース、更衣室 

 １階 
大ホール、楽屋（３）、ルーム、音楽室、市民ギャラリー、売店・飲食スペース、ロ

ッカースペース、オープンスペース 

 ２階 
ホール客席、楽屋（２）、ルーム（２）、図書コーナー、市民活動コーナー、事務室、

ロッカースペース、オープンスペース 

 ３階 リハーサル室、ルーム（３）、スタジオ、和室（２）、児童室、オープンスペース 

 ４階 ミニホール、ルーム（３）、オンラインルーム、料理室、オープンスペース 

 ５階 ルーム（２）、実習室（２）、交流室、オープンスペース 

※施設内容の（ ）は部屋数を示す。（２）（３）においても同様。 

（２）川崎市民館・労働会館大師分館及び川崎図書館大師分館 

所在地 川崎市川崎区大師駅前１丁目１番５号 川崎大師パーク・ホームズ２階 

開設年月 平成７（１９９５）年１１月 

構 造 鉄骨・鉄筋コンクリート造 

規 模 地上１３階のうち１階（エントランスホール）、２階（フロア） 

建築面積 区分所有のため、財産上ではなし 

延床面積 １，０３２．４５㎡ 

施
設 

内
容 

 １階 エントランスホール 

 ２階 学習室（２）、実習室、和室、談話室、児童室、図書館、事務室 

（３）川崎市民館・労働会館田島分館及び川崎図書館田島分館 

所在地 川崎市川崎区追分町１６番１号 カルナーザ川崎４階 

開設年月 平成４（１９９２）年１０月 

構 造 鉄骨・鉄筋コンクリート造 

規 模 地上１２階、地下２階のうち１階（エントランスホール）、４階（フロア） 

建築面積 区分所有のため、財産上ではなし 

延床面積 ８９０．０７㎡ 

施
設 

内
容 

 １階 エントランスホール 

 ４階 学習室（２）、実習室、和室、談話室、児童室、図書館、事務室 
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７ 利用時間等及び休館日 

（１）市民館・労働会館 

ア 利用時間 

午前９時から午後９時３０分まで（スタジオ及びオンラインルームにあっては、午後９時まで） 

ただし、施設内への入館は午前８時３０分からとする。 

イ 休館日 

１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

ウ その他 

（ア）指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長及び教育委員会の承認を得て、市民館・

労働会館の利用時間を変更し、又は市民館・労働会館を臨時に開館し、若しくは休館するこ

とができる。 

（イ）市が改修工事等を実施する場合は、利用時間及び休館日について、市と別途協議するととも

に、両者で合意に基づく、協定を締結する。 

（２）市民館・労働会館分館 

ア 利用時間 

午前９時から午後９時まで 

ただし、施設内への入館は午前８時３０分からとする。 

イ 休館日 

（ア）毎月第３月曜日。ただし、「国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）」に規定

する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、当該日の直後の休日でない日 

（イ）１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

ウ その他 

（ア）指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長及び教育委員会の承認を得て、市民館・

労働会館分館の利用時間を変更し、又は市民館・労働会館分館を臨時に開館し、若しくは休

館することができる。 

（イ）市が改修工事等を実施する場合は、利用時間及び休館日について、市と別途協議するととも

に、両者で合意に基づく、協定を締結する。 

（３）図書館分館 

ア 開館時間 

月～金曜日 午前１０時から午後６時まで 

土・日曜日及び祝日 午前１０時から午後５時まで 

イ 休館日 

（ア）毎月第３月曜日。ただし、休日に当たるときは、当該日の直後の休日でない日 

（イ）１２月２９日から翌年１月３日までの日 

（ウ）図書館資料の整理等に必要な期間として、１年につき６日を超えない範囲内で教育委員会が

定める期間 

ウ その他 

（ア）指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、図書館分館の開
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館時間を変更し、又は図書館分館を臨時に開館し、若しくは休館することができる。 

（イ）市が改修工事等を実施する場合は、開館時間及び休館日について、市と別途協議するととも

に、両者で合意に基づく、協定を締結する。 

 

８ 施設利用の基本事項 

（１）市民館・労働会館等 

ア 利用の許可 

（ア）市民館・労働会館条例の規定に基づく許可 

a 市民館・労働会館条例、市民館・労働会館規則及び教委市民館・労働会館規則に基づき、施

設等を利用しようとする者の利用許可を行う。 

b 利用許可を申請した者と利用する者が異なる場合は、関連性を確認するとともに、必要に応

じて状況を市に報告し、不適切利用を防止する措置を施す。 

c 利用状況に関する統計調査を日次、月次、年次単位で実施し、市から要請・照会があった場

合、即時に対応する。 

（イ）特別承認（事前確保） 

公的利用等による特別承認（事前確保）については、公益性や公平性に留意し、市民館・

労働会館条例、市民館・労働会館規則及び教委市民館・労働会館規則の他、「川崎市教育文

化会館及び市民館大ホール等の特別承認申請要綱」（要綱の改廃その他後継の規定が制定さ

れたときは当該規定を準用するものとし、後に記載する要綱、要領及び規約についても同

様とする。）等に基づき承認を行い、特別承認を行った場合には市に報告する。 

イ 許可の制限等 

許可の制限等については、次に基づいて行う。 

（ア）入館の制限（市民館・労働会館条例第１０条） 

（イ）利用許可の制限（市民館・労働会館条例第１１条、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライ

ン」） 

（ウ）利用許可の取消し等（市民館・労働会館条例第１２条） 

ウ 当該業務における情報の取扱に関する留意点 

業務の履行に際して、「個人情報の保護に関する法律」に規定する個人情報を取り扱う場合は、個

人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため

の必要な措置を講ずるなど、個人情報について適正な維持管理を行う。 

エ 利用料金 

（ア）利用料金制 

指定管理者は、利用者が支払う利用料金収入を自らの収入とする。ただし、指定期間以降

（指定期間後）の施設利用分について利用許可を与えたものから徴収した利用料金は、前

受金として次期の指定管理者に引き継ぐ。 

（イ）利用料金の額 

利用料金の額については、市民館・労働会館条例に規定する利用料金の金額を上限額と
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し、市の承認を得て、指定管理者が定める。 

（ウ）利用料金の減額及び免除 

利用料金の減額及び免除に係る規定については、「川崎市教育文化会館使用に関する減免措

置取扱要綱」等に基づき、運用する。 

オ その他 

     施設の利用許可及び減免に係る様式は、指定管理者で作成し運用する。また、独自のオンライン

利用許可システムや減免システム等を採用する場合は、指定管理者の負担で運用を可とする。 

（２）図書館分館 

ア 施設利用提供 

（ア）図書館分館は「図書館法」第１７条の規定に基づき、入館料その他図書館資料の利用に対し

て、対価を徴収しない。 

（イ）利用状況に関する統計調査を日次、月次、年次単位で実施し、市から要請・照会があった場

合、即時に対応する。 

イ 入館の制限 

入館の制限については、図書館条例第１５条の規定に基づき行う。 

ウ 当該業務における情報の取扱に関する留意点 

業務の履行に際して、「個人情報の保護に関する法律」に規定する個人情報を取り扱う場合は、個

人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため

の必要な措置を講ずるなど、個人情報について適正な維持管理を行う。 

 

９ 人員配置 

公の施設の管理者としての自覚を持ち業務の遂行及び利用者への対応を行うとともに、施設の設置

目的を理解し、それにふさわしい態度で業務にあたることのできる人員を施設に配置する。 

（１）施設共通 

ア ５つの施設全体の経営能力を備える総括責任者を１名配置する。なお、総括責任者は市民館・労

働会館館長を兼務することができ、社会教育に関する見識を有することが望ましい。 

イ 川崎市川崎市民館・労働会館大師分館及び川崎市立川崎図書館大師分館合築館（以下「大師分館」

という。）並びに川崎市川崎市民館・労働会館田島分館及び川崎市立川崎図書館田島分館合築館

（以下「田島分館」という。）においては、各合築館に館全体の統括責任者として大師分館長及び

田島分館長を１名ずつ配置する。なお、大師分館長及び田島分館長は各合築館を構成する市民館・

労働会館分館及び図書館分館の館長を兼務することができる。 

ウ 館長が不在の時は、現場責任者としての職務を代理する者を指名するものとする。 

エ 「４ 業務の範囲」に示す指定管理者が行う業務に従事する最適な人員を配置する。 

オ 施設内の庶務・経理を担当する人員を配置し、適切な書類・金銭の管理に努めること。なお、施

設内の庶務・経理を担当する人員は、その他の業務を兼任することができる。 

カ 市民館・労働会館、大師分館及び田島分館に防火管理者の資格を有する者を１名ずつ配置する。 

キ 電気主任技術者（市民館・労働会館のみ）、建築物環境衛生管理技術者、その他施設設備管理に必

要な技術者（有資格者）を選任し、関係法令上の必要な届出を行う。 
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ク 配置する人員の配置計画や業務形態は、「労働基準法（昭和２２年法律第４９号）」や関係法令を

遵守し、かつ施設の運営に支障がないようにする。 

ケ 配置する人員に対する必要な研修を行う。 

コ 館長及び職員が業務に必要な各種の会議・研修に出席できるよう、勤務ローテーション等の執行

体制に配慮する。 

（２）市民館・労働会館 

ア 館長 

社会教育施設や市民活動支援施設等の勤務経験を有するなど、社会教育に携わった経験を有

し、生涯学習の推進及び市民活動の支援等に見識を有する者を、館長として配置する。館長

は、社会教育主事任用資格保有者が望ましい。館長は市民館・労働会館を代表し、対外的な交

渉を担う権限と判断力を持ち、館運営に対する責任を負う。なお、館長は、本施設の専任とす

る。 

イ 職員 

業務を適切かつ円滑に遂行するために必要な職員を配置する。社会教育振興事業（「教育文化会

館・市民館・市民館分館社会教育振興事業要綱」に定めるものをいう。）等に従事する者のうち１

名以上は社会教育主事任用資格保有者、図書コーナーの管理運営に従事する者のうち１名以上は

司書資格（司書又は司書補）保有者とし、積極的に実務経験者を配置する。 

また、売店・飲食スペースの業務運営に必要な人数の職員を配置する。 

（３）市民館・労働会館分館 

ア 館長 

社会教育施設や市民活動支援施設等の勤務経験を有するなど、社会教育に携わった経験を有

し、生涯学習の推進及び市民活動の支援等に見識を有する者を、館長として各館に配置する。

館長は、社会教育主事任用資格保有者が望ましい。館長は市民館・労働会館分館を代表し、対

外的な交渉を担う権限と判断力を持ち、館運営に対する責任を負う。なお、館長は、本施設の

専任とする。また、図書館分館館長との兼任も可能とする。 

イ 職員 

業務を適切かつ円滑に遂行するために必要な職員を配置する。社会教育振興事業等に従事する者

のうち各館１名以上は社会教育主事任用資格保有者とし、積極的に実務経験者を配置する。 

（４）図書館分館 

ア 館長 

図書館の勤務経験を有するなど、図書館運営に携わった経験を有し、生涯学習の推進や市民活動

の支援等に見識を有する者を、館長として各館に配置する。館長は、司書資格（司書又は司書補）

保有者が望ましい。館長は図書館分館を代表し、対外的な交渉を担う権限と判断力を持ち、館運

営に対する責任を負う。なお、館長は、本施設の専任とする。また、市民館分館館長との兼任も

可能とする。 

イ 職員 

業務を適切かつ円滑に遂行するために必要な職員を配置する。また、図書館業務従事者の各館 

５０％以上は司書資格（司書又は司書補）保有者とし、積極的に実務経験者を配置する。 
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１０ 事業計画及び事業報告 

（１）事業計画書 

指定管理者は、各年度の業務開始３０日前（初年度においては６０日前）までに、次に示す事項を

記載した事業計画書を市に提出し、承認を得る。また、その内容を変更する場合は、事前に市に届

け出て、市の承諾を受ける。 

ア 指定管理に関する基本方針 

イ 運営及び管理業務等に関する事項 

ウ 社会教育振興事業に関する事項 

エ 勤労者福祉事業に関する事項 

オ 図書コーナーに関する事項（労働資料に関する事項を含む） 

カ 図書館事業等に関する事項 

キ 広報計画に関する事項 

ク 自主事業に関する事項 

ケ 収支予算及び執行に関する事項 

コ その他市が指示する事項 

（２）事業報告書 

ア 指定管理者は、月毎の事業報告書、四半期毎の事業報告書、年度毎の事業報告書を作成する。 

イ 月毎の事業報告書は、翌月１０日までに市に提出するものとし、その内容は次のとおりとする。 

（ア）利用実績 

a 市民館・労働会館等 

利用件数、利用者数、利用率、事業の実施状況及び参加者数、図書コーナーの貸出冊数（市

民館・労働会館に限る。）、利用料金収入、苦情・事故対応件数及び対応経過等 

b 図書館分館 

利用者数（入館者数・個人利用登録数等）、貸出冊数（予約・リクエスト・貸出等）、読書相

談件数、図書館資料の選定・除籍状況、事業の実施状況及び参加者数、苦情・事故対応件数

及び対応経過等 

（イ）運営・管理業務及び各種事業の実施状況 

ウ 四半期毎の事業報告書は、それぞれ７月・１０月・１月・翌年度の４月末日までに市へ提出する

ものとし、その内容は次のとおりとする。 

（ア）利用実績 

a 市民館・労働会館等 

利用件数、利用者数、利用率、事業の実施状況及び参加者数、図書コーナーの貸出冊数（市

民館・労働会館に限る。）、利用料金収入、苦情・事故対応件数及び対応経過等 

b 図書館分館 

利用者数（入館者数・個人利用登録数等）、貸出冊数（予約・リクエスト・貸出等）、読書相

談件数、図書館資料の選定・除籍状況、事業の実施状況及び参加者数、苦情・事故対応件数

及び対応経過等 
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（イ）運営・管理業務及び各種事業の実施状況 

（ウ）収支報告 

エ 年度毎の事業報告書は、前年度の四半期毎の事業報告内容を年間事業報告としてまとめ、さらに、

利用者の満足度や要望、改善等に向けた事業検証など、市が別に指定する事項を加え、毎年度４

月末日までに市へ提出する。なお、報告書に記載した事業検証等を踏まえた改善内容を次年度以

降の事業計画に反映させること。 

 

１１ 業務の概要 

（１）施設全般の管理運営に関する業務 

市民館・労働会館等及び図書館分館は、市民及び労働者の学習や活動の拠点として社会や地域の課

題に応じた学習機会の提供、情報の提供・相談事業や場の提供を通した学習活動・交流の支援を目

的とした施設であり、利用者に常に快適な環境とサービスを提供する。指定管理者は、常に市と意

思疎通を図るとともに、各設備の点検・整備に当たっては、日常の各機器の運転状況を勘案して機

器の機能維持に努める。また、突発的な事故及び異常発生時の迅速な対応を図るため、専門技術員

による緊急対応時の体制を整備する。 

なお、施設提供等の管理運営に関して次の事項の業務を行う。 

ア 施設管理業務事項 

（ア）開館に関する業務 

（イ）利用者の誘導、整理、安全確保 

（ウ）傷病者の救護措置、状況報告等 

a 事故者の救助及び救急業務 

b 事故報告書の作成 

（エ）閉館に関する業務 

a 当日の利用実績報告書の作成 

b 施設内の事後点検 

（オ）見学者への対応 

a 一般見学者対応 

b 業務視察者対応 

（カ）各種チラシ等の配架やデジタルサイネージ等を活用した情報提供業務 

（キ）業務日誌の作成及び月報の提出 

（ク）利用者数の集計及び報告 

（ケ）教育委員会事務局、区役所等の事務文書等の受取及び配送 

（コ）災害等有事の際の避難誘導 

（サ）遺失物の問合せ、受理及び返還についての適切な対応 

（シ）社会教育研究会（学習グループ）及びボランティアグループの登録・更新・照会・回答 

（ス）区内で活動するサークルや市民活動団体等に係る情報の収集・更新・提供 

（セ）館内放送（閉館（市民館・労働会館に限る。）、避難誘導等）の実施 

（ソ）市民が一時的に暑さをしのぐ場所の提供や、気候変動適応法に基づくクーリングシェルター
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の供用等の必要な対応 

（タ）その他利用提供に関する業務 

イ 施設の総務・経理業務 

（ア）各種統計・調査業務 

（イ）予算決算業務 

経費の執行及び管理を行う。 

（ウ）指定管理業務に伴い受領、作成した書類等の管理 

（エ）指定管理業務に関する規定の作成 

庶務規程、経理規程等必要な規定を作成し、事務の規範を定める。 

（オ）指定管理業務の実施に関する記録の作成 

ウ 施設の集客促進業務 

（ア）施設の魅力向上に努め、ホームページ、SNS、広報誌、施設案内パンフレットはもとより、ICT

等の新たなツールを積極的に活用し、施設・事業の周知、魅力発信を行い、施設の集客促進に

努める。ホームページを作成する場合は、日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の適合レベル

AA に準拠するよう努めること。 

（イ）既設の施設案内等の道標や看板の維持管理など、施設の周知や利用者の利便性の向上に努める。 

（ウ）開館記念式典及び付随するイベントの実施に関する業務 

市民館・労働会館の開館日に合わせて開館記念式典を行う。式典の規模や内容については、市と

協議して決定する。その他、集客促進に向けた事業の実施に努めること。 

エ 駐車場及び駐輪場の管理運営業務（田島分館を除く） 

（ア）市民館・労働会館 

a 指定管理者は、合理的かつ効率的な駐車場の運営手法を提案・導入し、維持管理を行う。 

b 駐車場の利用料金は指定管理者の収入とする。 

c 施設利用者に対する駐車場料金については、１時間までの利用を無料とし、土日祝日を除き、

１日の最大利用料金を１，２００円以内とすること。また、「市役所・区役所駐車場の適正利

用（有料化）実施計画」に準じ、障害者手帳保有者等が施設を利用したとき又は市公用車が

駐車場を利用したときは、利用時間に相当する駐車場料金を免除する。その他指定管理者が

認めたときにおいても駐車場料金を免除することができる。 

d 大会・イベント等の開催時には、交通整理を行う等により、駐車場等の混雑や本施設の周辺

道路等の渋滞などが発生しないよう利用者を適切に誘導・整理する。 

e 駐車場・駐輪場の保守・保安管理を行う。 

（a）利用者が安全かつ快適に利用できるよう留意し、利用者の誘導や駐車場・駐輪場の各部の

点検、保守、修繕、清掃などを実施すること。 

（b）利用者等の安全に配慮して作業を行うこと。 

（c）駐車場の機能が正常に働く状態を常に保つこと。 

（d）盗難等の犯罪及びいたずらに対する保安対策を講じること。 

（e）無断駐車のないようにすること。 

（イ）大師分館 
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施設利用者の利便性に配慮し、関係者用駐車場及び身障者用駐車場並びに駐輪場の管理運

営を行う。利用料は無料とする。 

オ 施設の警備・保安業務 

（ア）市民館・労働会館 

開館時においては、機械警備の解除を行い、施設の巡回を行うなど、安全管理上必要な見

回りを行う。閉館時においては、機械警備の設定を行う。必要に応じて監視カメラ及びモ

ニターによる監視を行う。また、適宜、不審者や不審物等がないか、施設の見回りを実施

する。 

（イ）大師分館及び田島分館 

開館時においては、機械警備の解除を行い、施設の巡回を行うなど、安全管理上必要な見

回りを行う。閉館時においては、機械警備の設定を行う。監視カメラ及びモニターにより

指定の場所の監視を行う（田島分館に限る。）。また、適宜、不審者や不審物等がないか、

施設の見回りを実施する。 

カ 安全管理、防災、緊急時管理運営業務 

（ア）事故防止のため環境整備（職員教育、施設点検・修繕等）を徹底し、安全管理、防災に努め

ること。 

（イ）指定管理者は、災害や事故等、緊急の事態に備え、災害対応マニュアルを作成するとともに、

体制を構築しておく。また、災害や事故等、緊急の事態が生じた場合には、速やかに警察・

消防等の関係機関及び市に通報連絡を行うとともに、事態に適した対応を迅速かつ正確に行

う。 

（ウ）防災対応 

a 市民館・労働会館 

防火管理者を置き、消防計画を作成し、消防訓練や避難訓練等を行い災害時等の対応に備え

る。 

b 大師分館及び田島分館 

防火管理者を置き、ビル全体の消防計画に基づいて、館ごとの消防計画を作成した上で、消

防訓練や避難訓練等を行い災害時等の対応に備える。 

（エ）万一、事故等が発生した場合は、その原因、状況及びこれに対する対応を口頭及び書面でも

って速やかに市に報告する。 

（オ）災害時等において、市が、市民の生命・身体・財産を保護するために、本施設を使用する場

合は、市の指示により施設を提供し、その管理運営を行う。 

（カ）災害その他の事由により、施設等の利用制限を行う必要がある場合は、市にその旨を報告し、

対応について協議を行う。なお、利用制限を行う場合には、広く周知するとともに、利用者

に対し速やかに連絡する。 

（キ）市から提供される防災関連物資を施設内に備えつけておく。 

（ク）市民館・労働会館において、帰宅困難者一時滞在施設の開設・運営のため、市と協議のうえ

帰宅困難者一時滞在受け入れマニュアルを作成し、帰宅困難者対策用に市が配備した備蓄物

資等を適正に管理する。 
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キ 市民意見等の聴取及び業務改善への反映 

（ア）利用者・地域住民等の意見等の聴取 

利用者等の意見・要望の聴取体制を明確にし、管理運営の改善に努めるとともに、市民への

説明責任を果たす。 

（イ）利用者満足度の把握 

サービスの向上に向けて利用者アンケートや意見箱の設置等により、提供するサービスの評

価を収集・分析する。また、その結果については、自己評価を行い、改善等に向けて検討す

る。 

（ウ）利用者懇談会の開催 

市民館・労働会館等及び図書館分館において、市民ニーズの把握等を目的とした利用者懇談

会を年度ごとに１回以上開催する。開催運営に当たっては、館長が座長となり館ごとに次の

対応を行う。 

a 利用者懇談会は、館長が招集し、各館の管理運営、事業、施設の設置目的達成のために必要

なことについて、意見交換に必要な準備や進行を行う。 

b 原則として各館ごとの開催とするが、合同での開催も可能とする。 

ク その他 

（ア）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の取組のひとつとして、「２０３０年度までに全ての市

公共施設へ再生可能エネルギー１００％電力調達を進める」こととしているため、市民館・

労働会館においては再生可能エネルギー１００％電力により契約を行うこと。 

（イ）指定管理者自らのリスクに対応するため、管理運営に必要な保険に加入すること。なお、建

築物に対する建物総合共済（火災保険）については市が加入する。 

（２）市民館・労働会館等の運営に関する業務 

指定管理者は、市民館・労働会館条例等にのっとり、その目的達成のため各種事業を実施する。市

民の自発的・主体的な学習活動を支援していくため、学級・講座やイベント等を実施するととも

に、社会教育を担う団体やボランティアの育成・支援、ネットワークづくりなどを通じて、学習と

活動がつながる好循環を生み出し、人づくり、つながりづくり、地域づくりを進める。また、勤労

者がより豊かで充実した生活が送れるよう、勤労者のためのセミナー実施等により、勤労者の福利

厚生の充実を図る。なお、実施する社会教育振興事業の詳細については、「教育文化会館・市民館・

分館社会教育振興事業要綱」及び「教育文化会館・市民館・分館社会教育振興事業実施要綱」によ

る。 

ア ６か年度事業計画、単年度事業計画及び個別の事業計画の作成 

（ア）業務内容 

a 計画的な社会教育振興事業及び勤労者福祉事業を実施するため、市の社会教育振興施策及び

勤労者福祉施策に基づく、６か年度事業計画及び単年度事業計画を策定し、市に提出する。

６か年度事業計画は、毎年度終了後に見直しを行い、計画内容の改善・変更がある場合には、

市に提出する。 

b 単年度事業計画に基づき実施する個別の事業の計画書（学習計画書等）を作成し、市に提出

する。また、市との企画調整会議を月に 1回程度開催し、市からの指導や要請に応じて事業・
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学習計画を改善する。なお、平和・人権・男女平等推進学習等の政治的中立性の確保等に特

段の配慮が必要となる事業については、案の作成時から市と調整を図る。 

c 個別の事業の終了後には、実績やアンケート等から検証を行ったうえで、課題整理や改善検

討等を行い、市に報告する。 

（イ）要求水準 

a 「川崎市総合計画」、「川崎市教育振興基本計画 かわさき教育プラン」、「今後の市民館・図

書館のあり方」、「かわさき産業振興プラン」に基づき、その具体化を図ること。 

b 本施設が市民の社会教育振興を図るために設置された公の施設であり、市民が地域で身近に

社会教育活動を行うための中核施設として整備した施設であること、また労働組合その他諸

団体の健全な発達や労働者の勤労意欲の向上を図るための施設であることに留意し、事業計

画書を作成すること。 

c 施設の効用を最大限に発揮させ、効果的・効率的な事業実施により市民サービスの向上を図

る計画とすること。 

d ６か年度事業計画の毎年度終了後の見直しについては、市の施策方針にのっとることはもと

より、施設の一層の有効活用や市民ニーズの把握に努め、市民サービスの向上に留意して行

うこと。 

イ 社会教育振興事業 

（ア）業務内容 

指定管理者は、「教育文化会館・市民館・分館社会教育振興事業要綱」及び「教育文化会館・

市民館・分館社会教育振興事業実施要綱」に基づき、次の事業を実施する。 

a 識字学習活動 

b 多文化共生サロン 

c 識字ボランティア研修 

d 障害者社会参加学習活動 

e 障害者ボランティア研修 

f 平和・人権・男女平等推進学習 

g 青少年教室事業（小・中・高校生等対象事業） 

h 成人教室事業（生産年齢層・若い世代） 

i シニアの社会参加支援事業 

j 高齢者セミナー 

k 家庭・地域教育学級  

l 市民館保育活動 

m 保育ボランティア研修 

n 子育て支援啓発事業 

o 市民自主学級 

p 市民自主企画事業 

q 市民エンパワーメント研修 

r 市民講師事業 
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s リカレント教育推進事業 

t 生涯学習交流集会 

u 表現・舞台活動支援事業 

v 学習情報提供・学習相談事業 

w 学習相談ボランティア研修 

x 課題別連携事業 

y 地域コミュニティ交流・学習事業 

z 現代的課題学習事業 

aa 情報機器等整備（視聴覚ライブラリー） 

ab その他事業 

（a）実習生・インターンシップ受入 

（b）減免団体登録 

（c）社会教育研究会（学習グループ）及びボランティアグループの育成支援 

（d）市民館活動報告書作成 

（e）その他生涯学習に関する事業 

（イ）要求水準 

a 「教育文化会館・市民館・分館社会教育振興事業実施要綱」に基づき確実に事業を実施する

こと。 

b 前年度までの事業（市民館・労働会館においては教育文化会館における事業）を継承すると

ともに、既存の事業に関わるボランティアや、市民による企画運営委員会、地域団体等の多

様な主体と協働・連携して実施すること。なお、当年度指定管理開始までに開始した事業の

うち、年間を通して実施する必要がある事業は継続して実施すること。 

c 川崎区の地域特性を活かした事業となるよう留意すること。 

d 年代に応じた課題や社会的な課題等に留意するとともに、地域とのつながりのきっかけとな

るような学習活動に留意すること。 

e 学級形式に限らず集会、講演会、調査、実習等、多様な学習形態を工夫し、多くの市民が参

加できるよう配慮すること。 

f 修了後の市民の自主的な活動に向けた仲間づくり等に配慮すること。 

g 性別等に係わらず誰もが平等に参加できるよう配慮するとともに、ライフステージのバラン

スにも考慮して事業計画を立てること。 

h 「川崎市総合計画」や「川崎市教育振興基本計画 かわさき教育プラン」はもとより、「川崎

市生涯学習推進活動方針」、「川崎市人権施策推進基本計画」、「川崎市男女平等推進行動計

画」、「かわさきノーマライゼーションプラン」、「川崎市子ども・若者の未来応援プラン」、「川

崎市子どもの権利に関する行動計画」等の市の関連計画に留意して実施すること。 

i 上記関連計画の所管部署や関係機関と必要に応じて連絡・調整を図ること。 

j 事業の趣旨・目的やテーマ等に応じて、公募市民による企画運営委員会を設置するなど、学

習の企画・運営を市民参画により実施するよう検討すること。 

k 事業の趣旨・目的やテーマ等に応じて、保育を必要とする学習者を対象に、保育サービスを
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提供すること。 

l 事業の実施に際しては、市民サービスの向上を図るため、オンラインによる申し込みやアン

ケート等を可能とすること。 

m 過去の施設利用の実績等に留意し、必要な一般利用の申請者による施設利用の枠を確保する

こと。 

ウ 市民館・労働会館における勤労者福祉事業 

（ア）業務内容 

a 労働学校 

b 勤労者福祉セミナー（仕事と家庭の両立、高齢者の就業促進、働き方改革、労働情勢の変化

など、事業者と勤労者が働き方を考えるきっかけとなる講座） 

c 勤労者スキルアップ奨励事業（資格取得等） 

d 労働や市内産業に関する情報発信 

（イ）要求水準 

a 労働学校については、令和１０年度から実施するものとし、前年度までの事業内容（実施時

期、回数、講義内容）を継承すること。 

b 実施形態を工夫し、多くの勤労者が参加できるよう配慮すること。 

c 事業の趣旨・目的やテーマ等に応じた課題や社会的な状況等に留意すること。 

エ 市の関係部署・組織・団体等との協働・連携事業 

指定管理者は、次の事業について、施設の提供、講師人材情報の提供、事業運営時の人的支援を

行うなど、各事業の目的達成のために、協働・連携して事業実施を支援する。 

（ア）家庭教育支援事業 

a 川崎区家庭教育推進連絡会 

b ＰＴＡ家庭教育学級講師派遣 

c 家庭教育支援講座（企業・地域団体等連携） 

（イ）地域教育活動推進事業 

a 行政区・中学校区地域教育会議推進事業 

b 地域の寺子屋事業に関する研修等事業 

c 学社融合推進事業 

d 地域学習・文化団体連携支援事業 

（ウ）社会教育関係団体育成支援 

a 川崎区ＰＴＡ協議会 

b 川崎区ＰＴＡ活動研修 

c 川崎区ＰＴＡ優良学校推薦事務 

d 川崎区文化協会 

e その他社会教育関係団体 

（エ）地域課題対応事業（区役所事業において区生涯学習支援部門が所管する事業） 

（オ）勤労者福祉事業 

a 川崎市労働災害防止研究集会 
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b 川崎市技能功労者等表彰式 

（カ）その他事業 

上記の他、市が行う生涯学習及び勤労者福祉に関する事業 

オ 各種関係会議・研修への出席 

（ア）社会教育委員会議川崎市民館・労働会館専門部会 

（イ）教育文化会館・市民館連絡会議（管理部会・振興部会を含む） 

（ウ）川崎区生涯学習推進会議 

（エ）川崎市地域日本語連絡会 

（オ）各事業担当者会議 

（カ）企画調整会議 

（キ）市が実施する研修 

（ク）川崎区市民活動コーナー利用者会議 

（ケ）社会・労働関係資料センター連絡協議会の総会及び研修会等 

（コ）労働資料等選定委員会 

（サ）地域教育会議 

（シ）その他必要な会議や研修 

カ 施設・設備等の利用提供に伴う業務 

    指定管理者は、市民の自発的・主体的な学習活動や市民活動の支援、勤労者の支援等として、生

涯学習推進及び地域コミュニティの形成並びに勤労者福祉の向上及び勤労者交流の場となるよ

う施設の提供を行う。 

（ア）開館準備業務 

a 機械警備の解除、共有部並びに出入口の鍵の開錠、施設設備の点検、利用提供の準備等 

b 市民館・労働会館におけるホールの利用事前打合せの実施、設営の立会い等 

（イ）施設等利用受付業務 

a 施設等利用に関する案内 

b 施設等利用許可の確認（本人確認含む。） 

c 設営の立会い（設営物がある場合）、市民ギャラリーの設営協力・指導 

d 利用料金等の収受 

e 鍵の受渡し、設備・備品の受渡し 

f 施設等利用に関する打合せ及び必要書類の配布・回収 

g 施設利用中止の記録作成業務 

h 見学者への対応（一般見学者対応、業務視察者対応） 

i 利用予定表の作成及び掲示 

（ウ）施設等利用終了及び閉館に関する業務 

a 返却された鍵、設備・備品の受取 

b 当日の利用実績報告書の作成 

c 施設内の事後点検 

d 機械警備の設定、共有部並びに出入口鍵の施錠 
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(エ) 児童室（単独利用）の利用団体登録受付 

キ 利用予約業務 

（ア）施設等利用許可及びそれに関連する業務 

施設等利用については、「川崎市公共施設利用予約システム（ふれあいネット）」（以下「ふれ

あいネット」という。）による予約・抽選を基本とする。ただし、市民館・労働会館における

大ホールやミニホール、市民ギャラリー等及び市民館・労働会館分館における談話室等は、

ふれあいネットの対象外であり、利用者の直接来館による予約・受付等の対応（一部抽選を

含む。）を行う。なお、指定管理者の提案によって、ふれあいネットでは対応できない予約・

抽選等を行う場合には、利便性を担保するため独自の予約システムを導入することも可能と

し、その経費は指定管理者の負担とする。 

a 施設等利用許可の事前相談業務 

b 施設等利用許可並びに附帯設備の利用許可（許可・不許可） 

c 施設等利用許可の取消し業務 

d 施設等利用料金減免申請の受付業務 

e 施設等の空き情報の提供業務 

大ホール等の施設並びに貸出物品の空き情報等の問い合わせについての対応 

f 施設等の抽選に係る業務 

（a）大ホール及びミニホール 

抽選会参加カードの申請受付、カードの作成・発行、予約抽選会の運営に係る事務作業等

を行う。 

（b）その他の施設・設備等 

予約抽選会の運営及び事務作業を行う。 

（イ）特別承認（事前確保・優先予約及びそれに関連する業務） 

a 事前確保・優先予約の相談業務 

b 事前確保・優先予約の承認及び申込受付業務 

c 文化振興に寄与する催し物や事業について、市民館・労働会館の大ホール等を一般抽選より

前に使用申請を調整する会議（優先申請利用調整会議）への連絡・調整等業務 

（ウ）その他予約に関する業務 

（エ）ふれあいネットに関する業務 

a 業務内容 

ふれあいネットの管理者端末及び市民館・労働会館に設置する利用者端末の管理、並びにふ

れあいネット利用者に対するサービスについて、次の業務を行う。 

（a）ふれあいネットの利用者の登録に関する各種申請の受付、及び関連する情報等の管理 

（b）施設等の空き情報の提供 

（c）施設等及び備品の使用等に関する各種申請の受付  

（d）使用許可申請者と実際の施設等使用者における関連性調査等  

（e）施設等及び備品の使用状況等の統計調査 

（f）ふれあいネットの利用方法等の案内及び予約代行入力 
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（g）管理者端末及び利用者端末の日常的な管理 

（h）ふれあいネット運用センターからの照会に対する回答  

（i）体育室の利用抽選に参加するための団体登録等業務（市民館・労働会館に限る。） 

b 要求水準 

（a）自施設の利用を目的とするか否かを問わず、ふれあいネット利用者の登録に関する業務を

行うこと。また、登録等に関する申請受付後の情報については、「個人情報の保護に関する

法律」や川崎市情報セキュリティ対策基準、その他関係法令等にのっとり、厳格に管理す

ること。 

（b）管理者端末を利用して、自施設の空き情報等を適宜提供すること。 

（c）施設等及び備品に係る使用許可申請等の受付や、その他必要な手続きを開館時間帯におい

て適宜実施すること。 

（d）使用許可申請者（ふれあいネットにおける予約申込者）と施設等使用者（使用日に施設等

を実際に使用している者）の関連性調査等を実施し、必要に応じて状況を市に報告すると

ともに、不適切な利用を防止する措置を施すこと。 

（e）施設等及び備品の使用状況の統計調査は日次、月次、年次単位で実施し、市から要請があ

った場合は、即座に情報を提供すること。 

（f）自施設の窓口等にて、ふれあいネット利用者に対して利用者端末の操作方法の案内等を適

宜行うこと。 

（g）消耗品の補充や盗難防止等、管理者端末及び利用者端末の管理を適切に行うこと。ただし、

保守点検や修理等は含まない。 

（h）市が設置する「ふれあいネット運用センター」と連携し、ふれあいネットの安定運用に積

極的に協力すること。 

ク 利用料金等の収受に関する業務 

（ア）利用料金等の請求及び収受に関すること 

利用料金は、前納で徴収する。徴収の際には領収書を交付する。ただし、利便性を向上する

ための事業提案等により市の承認を得た場合には、その他の取扱をすることができる。 

（イ）利用料金等の返還に関すること 

市民館・労働会館条例第１８条の規定に基づき、利用料金の返還を行う。 

（ウ）キャッシュレス決済に関すること 

利用者の利便性の向上のため、キャッシュレス決済の導入を行う。 

ケ 市民館・労働会館における大ホール等利用時の運営に関する業務 

（ア）大ホール等の運営 

大ホール等の舞台、音響及び照明器具の操作及び管理を行う。また、事前に利用者と打合せ

を行い、技術的専門事項に対する助言、案内及び指導を行う。 

（イ）従事者の資質向上等 

指定管理者は、従事者の資質向上を図るため、ホール運営に必要な舞台設備、管理技術、関

係法令等の調査研究に努める。 

（ウ）その他 
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川崎市内の同規模程度の市民館の舞台運営と同等の水準を担保すること。 

コ ピアノ保守業務 

市民館・労働会館、大師分館及び田島分館に設置されたピアノが常に良好な状態に保てるよう、

技術者を派遣し、ピアノの保守点検及び調律等を行うこと。 

サ 館内インターネットサービスの利用提供に関する業務 

「教育文化会館・大師分館・田島分館インターネット接続サービス管理運用規約」に基づき提供

すること。 

（ア）受付・案内業務 

利用者に対し、利用申請及びパスワード等の案内を行う。 

（イ）ネットワーク設定業務 

セキュリティ対策の観点からパスワードの再設定を適宜行う。 

シ 市民館・労働会館における市民活動コーナーの鍵の受渡し等に関する業務 

川崎区役所地域振興課が運営する市民活動コーナーの予約システムをインターネット上で確認

し、その予約状況に基づき、また当日空きがある場合には先着順で利用者への鍵その他利用に必

要な物品等の受渡しを行う。また、施設等利用終了後に返却された鍵等の受取りを行う。 

ス 市民館・労働会館における図書コーナーの管理運営に関する業務 

（ア）労働資料及び一般図書（以下「労働資料等」という。）その他逐次刊行物の選定及び購入業務 

a 労働資料 

指定管理者は、利用状況、労働者の働き方の変化等に配慮し、「川崎市労働資料室労働資料等

収集要綱」に基づき、労働資料の収集候補を選定し、市が設置する労働資料等選定委員会（以

下「選定委員会」という。）での承認を得た上で、指定管理料の中で購入する。 

b 一般図書（児童書を含む。以下同じ。） 

指定管理者は、利用状況や地域特性に配慮した選書を行い、指定管理料の中で購入する。図

書は指定期間中に 3,000 冊程度（うち児童書 200 冊程度を含む。）購入すること。 

c 逐次刊行物 

指定管理者は、利用状況や地域特性に配慮し、新聞、雑誌その他逐次刊行物等を選定し、指

定管理料の中で購入する。ただし、労働資料に係るものについては選定委員会の承認を得た

上で、指定管理料の中で購入する。 

（イ）労働資料等整理・貸出業務 

貸出利用者の登録、労働資料等の受入、市が指定した図書管理システム等への書誌データの

登録、配架、貸出等を行う。なお、システムを利用するための端末、通信回線、付属機器及

び業務に必要な消耗品は指定管理者が用意することとし、システム利用料等についても指定

管理者が指定管理料の中から支払うものとする。 

（ウ）労働資料等の除籍等業務 

a 労働資料 

「川崎市労働資料室労働資料等収集要綱」に基づき、不用資料及び亡失資料を取りまとめ、

選定委員会での承認を得た上で、除籍及び廃棄する。 

なお、除籍した労働資料を他団体、市民等へ提供する場合には、除籍したことの分かる押印
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やシールを貼付するなど適切な処理を行う。 

b 一般図書 

利用に堪えないと判断される一般図書や、古くなって利用価値が低くなった一般図書等につ

いては、「川崎市立図書館資料管理要綱」及び「川崎市立図書館蔵書構築の考え方」等を参考

に、除籍する。 

なお、除籍した一般図書をリユース本として市民等へ提供する場合には、除籍したことの分

かる押印やシールを貼付するなど適切な処理を行う。 

（エ）労働資料等の破損・紛失の処理に関する業務 

利用者の故意・過失により汚損、破損、亡失等で労働資料等を提供することができなくなっ

た場合は、利用者に対し弁償を求めるよう努める。絶版等で同一資料を購入できない場合の

代替品の決定は市と協議した上で、決定する。 

（オ）労働資料等の寄贈の処理に関する業務 

a 労働資料 

寄贈希望者の対応を行う。「川崎市労働資料室労働資料等収集要綱」等に基づき、寄贈希望資

料を選定し、選定委員会での承認を得た上で、労働資料として受け入れる。 

b 一般図書 

寄贈希望者の対応を行う。寄贈希望資料を受け入れるか否かは図書や収蔵スペースの状況等

を勘案した上で指定管理者が判断し、決定する。 

（カ）閲覧者に対する資料案内及び資料相談業務 

閲覧者からの問い合わせに対応し、資料や情報の提供を行う。 

（キ）督促に関する業務 

貸出期限の過ぎた労働資料等について、必要に応じて電話等により督促を行う。 

（ク）蔵書点検に関する業務 

年に１回程度、蔵書点検を行い、不明資料等の確認を行う。また、蔵書点検終了後、結果を

まとめて市に報告する。なお、蔵書点検の期間はあらかじめ市と協議して決定する。 

（ケ）書架の維持管理 

利用しやすく魅力ある書架を整備するため、書架案内図や書架見出し等の整備、NDC 分類に

基づき配列等を行い、利用者にわかりやすいよう工夫を行う。なお、書架整理は毎日行い、

汚破損資料を発見した場合は、修理、除籍、買い替えを検討する。 

（コ）川崎市労働資料等デジタルアーカイブシステムの運営 

労働資料が広く市民等に利用されるよう、川崎市労働資料等デジタルアーカイブシステムを

運営する。運営に当たっては、定期的に情報を更新するとともに、川崎市と協議した上で、

年１０件程度のデジタルコンテンツ（デジタル資料、動画等）を追加するものとする。 

なお、システム利用料については指定管理者が指定管理料の中から支払うものとする。 

セ 市民館・労働会館における飲食・物販事業の実施 

施設利用者の利便性と施設の付加価値を高めるため、売店・飲食スペースを設置して運営を行う

こと。 

（ア）基本事項 
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a 売店・飲食スペース運営業務により発生する収益は、指定管理者の収入とする。 

b 食品衛生法に基づく資格保有者の設置、営業許可の申請、その他法令が定める関係機関への

申請、届出等は、指定管理者の責任と負担において行うこと。 

（イ）開設時間 

開設時間は、市民館・労働会館の開館時間の範囲内で、市の承認を受けて決定する。なお開

設時間は、原則週４０時間以上とする。 

（ウ）市が設置する備品・設備等 

a 主電源設備 

b 上下水道、二槽シンク 

c 厨房用換気設備 

d 冷蔵庫、テーブル型冷蔵庫、冷凍庫 

e 調理台 

f ガステーブル（２口） 

g 電子レンジ 

h カウンター、テーブル、椅子 

i 商品陳列棚、冷蔵ディスプレイケース 

（エ）指定管理者が設置する備品等  

セ（ウ）以外の調理器具、什器等、売店・飲食スペースの運営に必要な備品等は、指定管理

者の負担において設置、管理を行い、事業期間終了後は撤去すること。 

（オ）販売商品及び価格等 

a 館内で使用、飲食することを考慮した以下の物品その他本施設での販売が適当である物品を

販売する。 

（a）お茶、清涼飲料水、又はこれに類するもの（アルコール飲料を除く。） 

（b）軽食、お菓子、又はこれに類するもの 

（c）利用者の利便性を向上するために必要な物品（筆記用具、タオル等） 

b 販売物の価格については、一般的な市場価格を超えないものとし、利用しやすい価格を設定

するように努めること。 

（カ）金銭の収受 

料金の受領については現金のほか、キャッシュレス決済等を活用すること。 

（キ）衛生管理及び事故等への対応 

食品衛生法及び関係法令を遵守し、衛生管理に十分配慮すること。食品衛生法上の問題及び

事故等が発生した場合は、直ちに市に報告するとともに、指定管理者の責任と負担において

対応すること。 

ソ 利用者の誘導、整理及び安全確保 

タ 傷病者の救護措置、並びに状況報告等 

（ア）傷病者の救助及び救急業務 

（イ）事故報告書の作成 

チ 利用者数の集計及び報告 
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ツ 施設等及び附帯設備の利用統計に関する業務 

テ 業務日誌の作成及び月報の提出 

ト 拾得物に関する業務 

ナ その他運営に必要な業務 

（３）図書館分館の運営に関する業務 

指定管理者は、図書館条例にのっとり、その目的達成のため図書館業務を実施する。市民自らによ

る課題解決を支援するため、地域の中で頼れる「知と情報の拠点」として、多様な図書館資料を収

集し、誰もが使いやすく、居心地のよい場になるよう環境整備に努めるとともに、市民生活の質の

向上や地域の課題の発見・解決に役立つ情報提供、新たな学びのきっかけにつながる取組を進め

る。また自発的・主体的な学習活動の成果が、住み慣れた地域でやりがいのある活動に活かせる好

循環が生まれるよう、地域の人づくり、つながりづくりを支えることで、地域づくりを進める。 

ア ６か年度事業計画、単年度事業計画の作成 

（ア）業務内容 

a 計画的な図書館業務を実施するため、事業計画を策定し、市の図書館施策に基づく、６か年

度事業計画及び単年度事業計画を策定し、市に提出する。６か年度事業計画は、毎年度終了

後に見直しを行い、計画内容の改善・変更がある場合には、市に提出する。 

b 事業実施の際には、実績やアンケート等により検証を行ったうえで、課題整理や改善検討等

を行い、市に報告する。 

（イ）要求水準 

a 「川崎市総合計画」、「川崎市教育振興基本計画 かわさき教育プラン」、「今後の市民館・図書

館のあり方」に基づき、その具体化を図ること。 

b 本施設が「知と情報の拠点」を目指して設置された公の施設であることに留意し、事業計画

書を作成すること。 

c 施設の効用を最大限に発揮させ、効果的・効率的な事業実施により市民サービスの向上を図

る計画とすること。 

d ６か年度事業計画の毎年度終了後の見直しについては、市の施策方針にのっとることはもと

より、施設の一層の有効活用や市民ニーズの把握に努め、市民サービスの向上に留意して行

うこと。 

イ 開館準備業務 

（ア）準備業務 

a 施設設備の点検、清掃等 

b 返却ポスト内の図書館資料の処理、図書館資料の巡回業務の準備、新聞の配架、書架整理 

（イ）施設提供業務 

a 閲覧席の利用対応 

b 入館者の入場整理 

ウ 窓口サービス・施設利用提供業務等 

（ア）貸出・返却に関する業務（団体貸出・有料宅配サービスを含む。） 

（イ）予約・リクエストに関する業務 
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予約については、システムで図書館資料の所蔵を確認するなど適宜対応する。リクエストに

ついては、ＫＬ－ＮＥＴ（神奈川県図書館情報ネットワーク）を活用した資料提供を行うと

ともに、新刊その他、館として購入を希望する場合には市が購入の可否を決定するため、必

要に応じて市の主催する資料選定委員会や、児童青少年サービス委員会の児童書選定委員会

に川崎図書館を通じて諮る。 

（ウ）利用者登録・更新・変更に関する業務 

（エ）図書館資料等の巡回に関する業務 

市が行う図書館資料の巡回業務に際し、図書館資料（予約資料及び回送資料）の送出と受取

を行う。 

（オ）レファレンスに関する業務 

利用者の課題解決に資するため、窓口や電話等による利用者からの問い合わせに対応し、資

料や情報の提供、館内案内等を行う。なお、必要に応じて県立図書館や他自治体図書館、専

門機関等への案内等も行う。 

（カ）相互貸借に関する業務 

利用者からの求めに応じて、県立図書館や県内他自治体図書館等から図書館資料を借用し、

利用者に現物の貸出を行う。相互貸借により郵送料等費用が生じる場合には、利用者の負担

とする。 

（キ）利用者の誘導、整理及び安全確保に関する業務 

（ク）傷病者の救護措置並びに状況報告等に関する業務 

a 傷病者の救助及び救急業務 

b 事故報告書の作成 

（ケ）利用者数等の集計及び報告に関する業務 

（コ）業務日誌の作成及び月報の提出に関する業務 

（サ）拾得物に関する業務 

エ 図書館資料管理業務 

（ア）図書館資料選定業務 

指定管理者は、利用状況や地域特性に配慮し、「川崎市立図書館資料管理要綱」及び「川崎市

立図書館蔵書構築の考え方」等に基づいて収集候補を選定する。図書館資料の決定及び購入

は市が行う。また、必要に応じて市が主催する資料選定委員会や、児童青少年サービス委員

会の児童書選定委員会に川崎図書館を通じて諮る。発注は市が行う。ただし、新聞、雑誌そ

の他の逐次刊行物については、市が主催する雑誌担当者会議に諮り、指定管理者が指定管理

料の中で購入する。 

（イ）図書館資料整理業務 

図書館資料の受入、登録、配架作業を行う。市が発注する図書館資料の装備（館名ラベルの

貼付、背ラベルの貼付及びコーティング）については、市が行う。 

（ウ）除籍する図書館資料の選定業務 

利用に堪えないと判断される図書館資料や、古くなって利用価値が低くなった図書館資料等

については、「川崎市立図書館資料管理要綱」及び「川崎市立図書館蔵書構築の考え方」等に



25 
 

基づき除籍する図書館資料の候補を選定する。除籍する図書館資料の決定は市が行う。除籍

した図書館資料をリユース本として市民等へ提供する場合には、ＩＣタグの処理を行い、除

籍したことの分かる押印やシールを貼付するなど適切な処理を行う。 

（エ）図書館資料の破損・紛失の処理に関する業務 

図書館条例第１４条の規定に基づき、利用者の故意・過失により汚損、破損、紛失等で提供

することができなくなった図書館資料は、利用者に弁償を求める。絶版等で同一資料を購入

できない場合の代替品の決定は市が行う。 

（オ）図書館資料の寄贈の処理に関する業務 

寄贈希望者の対応を行う。寄贈を受けた書籍や資料等について、図書館資料とするか否かの

決定は市が行う。 

（カ）督促に関する業務 

貸出期限の過ぎた図書館資料について、必要に応じて電話等により督促を行う。特に、予約

のある資料については速やかに督促し、代替資料の提供も含め、予約処理の遅延を招かない

ように留意する。 

（キ）蔵書点検に関する業務 

特別整理期間に蔵書点検を行い、不明資料等の確認を行う。また、蔵書点検終了後、結果を

まとめて市に報告する。なお、特別整理期間はあらかじめ市と協議して決定する。 

（ク）書架の維持管理 

利用しやすく魅力ある書架を整備するため、書架案内図や書架見出し等の整備、NDC 分類に

基づき配列等を行い、利用者にわかりやすいよう工夫を行う。なお、書架整理は毎日行い、

汚破損資料を発見した場合は、修理、除籍、買い替えを検討する。 

（ケ）図書返却ポストの管理 

施設に設置する図書返却ポストの返却本の回収を行うとともに定期的な清掃を行う。 

オ 地域資料・行政資料に係る業務 

地域資料（地域社会の歴史・文化等あらゆる分野に関する資料及びその地域で作成・発行された

資料）や行政資料（国や地方公共団体及び外郭団体が発行した出版物）を積極的に収集・保存・

活用する。 

カ 読書普及関係事業 

（ア）読書普及に関する業務 

読書を奨励する資料展示やテーマ展示を行い、定期的に更新する。年間を通じて、読書に興

味を持ってもらうためのイベントや読書を奨励する事業を企画し実施する。なお、前年度ま

での事業は継承するとともに、実施に当たっては地域の企業や学校、各種施設等多様な主体

との連携に努め、当年度指定管理開始までに開始した事業のうち、年間を通して実施する必

要がある事業は継続して実施する。 

（イ）児童サービスに係る業務 

子どもの自由な読書活動を推進することや自発的・主体的な学習活動を支援するため、「『読

書のまち・かわさき』子ども読書活動推進計画」等に基づき、子ども向けおはなし会や、か

わさき読書週間における子ども向け行事など、図書館資料を活用して、子どもの読書活動を
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推進する。なお、前年度までの事業は継承するとともに、推進にあたっては、学校や図書館

ボランティア、地域で活動する団体等との協働・連携に努める。 

（ウ) 障害者支援事業に関する業務 

郵送で図書の貸出を行う郵送貸出サポートサービスを実施する。郵送料は指定管理料の中で

対応する。なお、利用者の登録についての承認は市で行う。 

（エ）多文化サービスに関する業務 

「川崎市多文化共生社会推進指針」に基づき、外国語図書を図書館資料として、収集・保存・

活用するとともに、各種事業を実施する。 

（オ）有料宅配サービスに関する業務 

図書館資料の有料宅配サービスの利用者登録及び予約受付を行う。配送は中原図書館が行う。 

（カ）図書館ボランティア活動支援業務 

a 読み聞かせをはじめ、図書館資料の修理や対面朗読などを行うボランティア活動を希望する

人を積極的に受け入れ、ボランティア活動の活性化を図る。 

b 図書館ボランティアが自らの意欲を発揮し、活発に活動ができるよう支援するとともに、活

動の場を提供する。 

c 市と協議のうえ、図書館ボランティアの養成や育成を支援する。 

キ 学校教育活動の支援に係る業務 

（ア）学校教育活動を支援するため、学校図書館と連携し、定期的な情報交換等を行うとともに、

総括学校司書・学校司書の配置等を踏まえた学校図書館への支援や、学校図書館ボランティ

アの活動の支援などを行う。 

（イ）児童生徒の図書館見学や職場体験等に対応する。 

ク 地域連携に関する業務 

地域で活動する様々な団体と連携した企画展示の実施や地域のイベント等への参加により、地域

の読書に関わる団体について情報収集し、活動内容等の周知に努めるとともに、図書館資料の団

体貸出や、団体貸出前の選書支援等を行うなど、地域連携に関する業務の推進に努める。 

ケ 図書館システムの運用に関する業務 

図書館業務用に市が配置するコンピュータ端末、付属機器、通信回線及びシステム消耗品につい

ては、市が無償で提供する。ただし、図書館システムの運用については以下の事項を遵守する。 

（ア）図書館システムの運用に関する業務について、あらかじめ連絡担当者を定め、市に報告する。 

（イ）図書館システムを操作する職員全員の名簿を市に提出する。その名簿に基づき図書館のシス

テム管理者（中原図書館長）が個々の職員に図書館システムへログインするために必要なＩ

Ｄとパスワードを交付する。操作する職員に変更があった場合には、速やかに市に報告する。

職員には、ＩＤとパスワードを漏えいすることがないよう指導を徹底する。 

（ウ）図書館システムに障害が発生した場合は、市の指示を仰ぐ。 

コ 各種関係会議・研修への出席 

（ア）図書館長会議 

（イ）担当係長会議 

（ウ）各担当者会議（端末、雑誌、予約、電子図書館） 
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（エ）市が実施する研修 

（オ）その他必要な会議や研修 

サ 川崎図書館との調整 

資料選定や除籍等、運営全般に関するモニタリングを行う川崎図書館の週１回程度の訪問に対応

する。 

シ その他運営に必要な業務 

（４）施設の維持管理に関する業務 

ア 用語の定義 

施設の維持管理に関する用語の定義は、次のとおりとする。 

（ア）点検 

建築物等の機能及び劣化の状態を一つひとつ調べることをいう。機能に異常又は劣化がある

場合、必要に応じ対応措置を判断することを含む。 

（イ）保守 

建築物等の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消耗部品又は材料の取替え、注油、

汚れ等の除去、部品の調整等の軽微な作業をいう。 

（ウ）更新 

劣化した部位、部材や機器などを新しい物に取替えることをいう。 

（エ）運転・監視 

設備機器を稼動させ、その状況を監視すること及び制御することをいう。 

（オ）修繕 

建築物等の劣化した部品又は部材あるいは低下した性能もしくは機能を、現状又は実用上支

障のない状態まで回復させることをいう。 

イ 業務の目的 

維持管理業務は、各施設の利用者が安全かつ快適に利用できるように、各施設をその機能及び性

能を正常に発揮できる適正な状態に維持することを目的とする。指定管理者は、次の項目に留意

し、各施設の設置の目的及び施設の機能を十分理解したうえで、創意工夫を加え、より良い環境

を整え、維持管理することに努める。 

（ア）「川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例（平成２７年川崎市条例第８４号）」

の趣旨を踏まえ、市内業者（川崎市内に本社を有する業者）の育成及び市内経済の活性化を

図るため、市内中小企業者を優先して活用する。 

（イ）施設や設備、備品等の維持管理に際しては、機能及び性能を正常に発揮できる適正な状態に

維持するために、それぞれ適切な有資格者等により業務執行する。 

（ウ）本施設は、市民の共有財産であることを認識し、貴重な市民の税金によって運営される施設

として、より徹底した維持管理コストの低減を図る。 

ウ 業務実施の基本方針 

指定管理者は、次の事項を基本方針として維持管理業務を実施する。 

（ア）各施設が有する機能及び性能等を保つ。 

（イ）施設の運営に対応した維持管理を行う。 
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（ウ）創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務実施に努める。 

（エ）予防保全を基本とする。 

（オ）各施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、利用者の健康被害を未然に防止する。 

（カ）物理的劣化等による事故の発生を未然に防止する。 

（キ）環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生防止に努めるとともに、省エネルギー化に努める。 

（ク）ライフサイクルコストを留意した管理に努める。 

（ケ）施設の開館日、開館時間等を考慮して、施設の円滑かつ効率的な利用を妨げないように業務

を実施する。 

（コ）関係法令等を遵守する。 

（サ）公募期間中の閲覧図面に基づき、各種法令を遵守した内容で計画すること。（現行水準である

教育文化会館委託仕様等を参考とすること。） 

エ 建築物保守管理等業務 

（ア）市民館・労働会館 

a 業務内容 

施設の性能及び機能を維持し、公共サービスの円滑な提供を行うことにより、施設利用者の

安全かつ快適な利用を確保するために、建築物各部位の点検、保守、修繕等を実施する。 

b 業務の対象範囲 

本施設の屋根、外壁、建具（内部・外部）、天井、内壁、床、階段、付属物等各部位を対象範

囲とする。 

c 要求水準 

（a）部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、適正な性能、機能及

び美観が維持できる状態に保つこと。また、市から部位別調査があった場合には、施設の

状況について報告すること。 

（b）金属部の錆び、結露やカビの発生を防止すること。仮に発生した場合は即座に対応を図り、

拡大を防止するとともにその部位については修繕等を行うこと。 

（c）開閉・施錠装置、自動扉、エレベーター等が正常に作動する状態を保つこと。 

（d）建築物内外の通行等を妨げず、運営業務に支障をきたさないこと。 

（e）建築物において重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対処する必要が生じた場合は

被害拡大を防止するための必要な措置を講じるとともに、速やかに市へ連絡すること。 

（f）指定期間中に修繕が必要となった場合は、適切に対応すること。 

（イ）大師分館及び田島分館 

a 業務内容 

施設の性能及び機能を維持し、公共サービスの円滑な提供を行うことにより、施設利用者の

安全かつ快適な利用を確保するために、建築物各部位の点検、保守、修繕等を実施する。 

b 業務の対象範囲 

市が区分所有している専有部分及び専用使用部分（以下「専有部分等」と言う。）を対象範囲

とする。共用部分における保守管理等については、管理組合が設定する区分所有比率に従い、

管理費等を市が負担する。 
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c 要求水準 

（a）専有部分等の部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、適正な

性能、機能及び美観が維持できる状態に保つこと。また、市から部位別調査があった場合

には、施設の状況について報告すること。 

（b）専有部分等の金属部の錆び、結露やカビの発生を防止すること。仮に発生した場合は即座

に対応を図り、拡大を防止するとともにその部位については修繕等を行うこと。 

（c）専有部分等の開閉・施錠装置、自動扉、エレベーター、シャッター等が正常に作動する状

態を保つこと。 

（d）建築物内外の通行等を妨げず、運営業務に支障をきたさないこと。 

（e）重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対処する必要が生じた場合は被害拡大を防止

するための必要な措置を講じるとともに、速やかに、市へ連絡すること。 

オ 建築設備保守管理等業務 

（ア）市民館・労働会館 

a 業務内容 

施設の性能及び機能を維持し、公共サービスの円滑な提供を行うことにより、施設利用者の

安全かつ快適な利用を確保するために、本施設に設置される電気設備、機械設備、空気調和

設備、給排水衛生設備、監視制御設備、舞台設備、太陽光発電設備及び防災設備等について、

適切な設備維持管理計画のもとに運転・監視、点検、保守、修繕、更新等を実施する。 

b 業務の対象範囲 

本施設の建築物の各種設備を対象範囲とする。 

c 要求水準 

（a）運転・監視 

ⅰ 諸室の用途、気候の変化、利用者の快適性等を考慮に入れて、各設備を適正な操作によっ

て効率よく運転・監視すること。 

ⅱ 運転時期の調整が必要な設備に関しては、市と協議して運転期間・時間等を決定するこ

と。 

ⅲ 各設備の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点検し、発見した場合

は除去又は適切な対応を取ること。 

ⅳ 太陽光発電設備の稼働にあたっては、発電量を記録すること。 

（b）法定点検 

ⅰ 各設備の関係法令の定めにより、点検を実施すること。 

ⅱ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、適切な方法（保守、修繕、

交換、分解整備、調整等）により対応すること。 

（c）定期点検 

ⅰ 各設備について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点検・対応

を行うこと。 

ⅱ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、又は何らかの悪影響を

及ぼすと考えられる場合には、適切な方法（保守、修繕、交換、分解整備、調整等）によ
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り対応すること。 

（d）劣化等への対応 

劣化等について調査・診断・判定を行い、適切な方法（保守、修繕、交換、分解整備、調

整等）により迅速に対応すること。 

（イ）大師分館及び田島分館 

a 業務内容 

施設の性能及び機能を維持し、公共サービスの円滑な提供を行うことにより、施設利用者の

安全かつ快適な利用を確保するために、本施設に設置される電気設備、機械設備、空気調和

設備、給排水衛生設備、監視制御設備及び防災設備等について、適切な設備維持管理計画の

もとに運転・監視、点検、保守、修繕、更新等を実施する。 

b 業務の対象範囲 

市が区分所有している専有部分等の各種設備を対象範囲とする。共用部分における保守管理

等については、管理組合が設定する区分所有比率に従い、管理費等を市が負担する。 

c 要求水準 

（a）運転・監視 

ⅰ 諸室の用途、気候の変化、利用者の快適性等を考慮に入れて、各設備を適正な操作によっ

て効率よく運転・監視すること。 

ⅱ 運転時期の調整が必要な設備に関しては、市と協議して運転期間・時間等を決定するこ

と。 

ⅲ 各設備の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点検し、発見した場合

は除去又は適切な対応を取ること。 

（b）法定点検 

ⅰ 各設備の関係法令の定めにより、点検を実施すること。 

ⅱ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、適切な方法（保守、修繕、

交換、分解整備、調整等）により対応すること。 

（c）定期点検 

ⅰ 各設備について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点検・対応

を行うこと。ただし、専有部分等において管理組合が点検を実施する場合は、個別で実施

する必要はない。 

ⅱ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、又は何らかの悪影響を

及ぼすと考えられる場合には、適切な方法（保守、修繕、交換、分解整備、調整等）によ

り対応すること。 

（d）劣化等への対応 

劣化等について調査・診断・判定を行い、適切な方法（保守、修繕、交換、分解整備、調

整等）により迅速に対応すること。 

カ 備品保守管理等業務 

（ア）業務内容 

本施設に設置される備品について点検、保守、修繕、更新等を実施する。 
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（イ）業務の対象範囲 

本施設に設置された備品を対象範囲とする。 

（ウ）要求水準 

a 備品の管理 

指定管理者は、施設運営に支障をきたさないよう施設運営上必要な備品の管理を行うととも

に、不具合の生じた備品については、随時、修繕・更新等を行うこと。 

b 備品台帳 

（a）指定管理者は、備品台帳により備品の管理を行うこと。なお、大師分館及び田島分館にお

いては、市民館・労働会館分館と図書館分館の備品台帳を分けて管理し、備品台帳に記載

する事項は、品名、規格、金額（単価）、数量等を含むこと。 

（b）指定管理者は、備品について、新たに購入する場合や、破損、滅失、紛失等により不用品

が発生した場合等、備品の増減等が生じた際は、備品台帳に追記又は削除を行い、速やか

に市に報告すること。 

（c）指定管理者が任意で指定管理経費以外の自己資金で、購入・調達又は持ち込みした備品等

は、別途備品台帳にて区別し管理すること。 

c その他 

（a）市が本施設に備え付ける備品は、指定管理者に無償で貸与する。 

（b）通常の使用での経年劣化により本業務実施の用に供することができなくなった場合、市

は、指定管理者との協議により、必要に応じて市の負担にて当該備品を購入又は調達す

る。なお、当該備品は市に帰属する。 

（c）指定管理者は、故意又は過失により備品を滅失、き損したときは、市との協議により、必

要に応じて市に対し、これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有す

るものを購入又は調達しなければならない。 

（d）指定管理者は、本業務を実施するにあたり必要な備品を、任意で指定管理料により購入又

は調達することができるものとし、当該備品は市に帰属する。ただし、それ以外に指定管

理者が指定管理者自身の経費で調達し、持ち込んだ備品は指定管理者に帰属する。 

キ 市民館・労働会館における外構施設保守等管理業務 

（ア）業務内容 

施設の外構施設を適切な状態に保つ。 

（イ）業務の対象範囲 

本施設の外構施設は、駐車場、駐輪場、車路、歩道、外灯、屋外サイン、フェンス、ゴミ置

き場、排水溝、排水枡等とする。 

（ウ）要求水準 

a 外構施設を機能上、安全上及び美観上、適切な状態に保つこと。 

b 照明器具については、定期的に点検を行い、点灯不良がない状態にすること。 

c 駐車場、駐輪場、車路、歩道については、除草・清掃を行うこと。 

d 構材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、迅速に修繕等を行い、

構材の劣化、破損、腐食、変形等がない状態に保つこと。 
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e 敷地内の通行等を妨げず、管理運営業務に支障をきたさないこと。 

f 重大な破損、事故等が発生し、緊急に対処する必要が生じた場合の被害拡大防止に備えるこ

と。 

ク 修繕業務 

（ア）業務内容 

a 市が行う修繕への調査、見積取得等、各種作業への協力を行う。 

b リスク分担に基づき、指定管理者が行う修繕の年間計画の作成、及び計画に基づく修繕を行

う。 

（イ）業務の対象範囲 

本施設の建築物、建築設備、備品及び外構施設を対象範囲とし、各保守管理業務と一体的に

実施する。 

（ウ）修繕にかかる書面提出 

a 指定管理者は、年間の修繕計画を作成し、市に提出する。 

b 指定管理者が本施設の修繕を行った場合、使用した設計図、完成図等の書面を保管し、必要

に応じて市に提出する。 

（エ）要求水準 

a 指定管理者は、安全かつ円滑な利用者への施設提供のために必要な修繕を速やかに行う。 

b 指定管理者は、市の修繕に必要な概算経費の算定に対して協力すること。 

c 計画外に修繕の必要が生じた場合についても、速やかに対応すること。 

ケ 環境衛生管理業務（大師分館を除く。） 

（ア）市民館・労働会館 

a 業務内容 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）」に基づいて、

本施設の環境衛生管理を行う。 

b 業務の対象範囲 

本施設の建築物、建築設備、外構施設を対象範囲とし、各保守管理業務と一体的に実施する。 

c 要求水準 

（a）「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、建築物環境衛生管理技術者

を選任し、業務を実施すること。 

（b）維持管理業務計画書において、年間管理計画及び月間管理計画を作成すること。また、計

画に従い、環境衛生管理業務の監督を行うこと。 

（c）上記計画及び臨時に必要と認められた事項について、測定検査及び調整を指導し、又は自

ら実施して、その結果を評価すること。 

（d）監督、測定、検査、調査その他の活動によって、特に改善・変更を要すると認められた事

項については、具体的にその内容を明らかにした文書を作成し、その都度、市に報告する

こと。 

（e）管理計画のほか、測定、検査及び調査等の記録並びに評価等に関する書類、関係官公庁等

への報告書その他の書類を作成すること。 
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（f）事故発生時は直ちに関係官公庁等に通報するとともに、速やかに市に報告すること。 

（g）関係官公庁の立入り検査が行われるときには、その検査に立ち会い、協力すること。 

（h）関係官公庁から改善命令を受けたときには、その主旨に基づき、関係する業者に周知す

るとともに、具体的な改善方法について市に報告すること。 

（イ）田島分館 

a 業務内容 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づいて、田島分館の環境衛生管理を

行う。 

b 業務の対象範囲 

市が区分所有している専有部分等を対象範囲とし、各保守管理業務と一体的に実施する。 

c 要求水準 

（a）「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、建築物環境衛生管理技術者

を選任し、業務を実施すること。 

（b）維持管理業務計画書において、年間管理計画及び月間管理計画を作成すること。また、計

画に従い、環境衛生管理業務の監督を行うこと。 

（c）上記計画及び臨時に必要と認められた事項について、測定検査及び調整を指導し、又は自

ら実施して、その結果を評価すること。 

（d）監督、測定、検査、調査その他の活動によって、特に改善・変更を要すると認められた事

項については、具体的にその内容を明らかにした文書を作成し、その都度、市に報告する

こと。 

（e）管理計画のほか、測定、検査及び調査等の記録並びに評価等に関する書類、関係官公庁等

への報告書その他の書類を作成すること。 

（f）事故発生時は直ちに関係官公庁等に通報するとともに、速やかに市に報告すること。 

（g）関係官公庁の立入り検査が行われるときには、その検査に立ち会い、協力すること。 

（h）関係官公庁から改善命令を受けたときには、その主旨に基づき、関係する業者に周知す

るとともに、具体的な改善方法について市に報告すること。 

コ 市民館・労働会館における植栽管理業務 

（ア）業務内容 

a 指定管理者は、事業用地内の植栽の美観を保つため、剪定・刈り込み、病害虫駆除、施肥、

除草等を行う。 

b 強風や台風、大雪等の影響により樹木に異常が生じていないか、その都度、植栽の点検を行

う。 

c 枯れ木、枯れ枝の倒木や落下等を未然に防ぐため、定期的に樹木の点検を行う。 

（イ）業務の対象範囲 

本施設の敷地を対象範囲とする。 

（ウ）要求水準 

a 利用者や近隣住民等の安全に配慮して作業を行うこと。 

b 強風や台風、大雪等の影響により樹木に異常が生じた場合や、枯れ木や枯れ枝等を発見した
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場合は、安全を確保するとともに市へ報告し、速やかに剪定等の対応を行うこと。 

c 使用する薬剤や肥料等については、環境への影響、安全性に配慮して用いること。 

（５）施設の清掃に関する業務 

ア 用語の定義 

施設の清掃に関する用語の定義は、次のとおりとする。 

（ア）清掃 

汚れを除去すること、汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つため

の作業をいう。 

（イ）日常清掃 

毎日行う清掃業務をいう。 

（ウ）定期清掃 

月を単位として定期的に行う清掃業務をいう。 

（エ）特別清掃 

６か月又は年を単位として行う定期的な業務と不定期に行う清掃業務をいう。 

イ 業務の目的 

施設内の清掃・整備により清潔な環境を保持することは、公共財産の保全及び利用者の快適性、

安全確保等に寄与するものであり、このことは本施設の運営にとっても重要であることを認識し

つつ業務に従事する。 

ウ 業務内容 

指定管理者は、次の項目に留意し、本施設の目的及び施設の機能を十分理解した上で、創意工夫

を加え、より良い環境を整え、清掃に努める。 

（ア）施設清掃業務 

建物内外の仕上げ面及び家具・備品を適切な頻度・方法で清掃する。 

（イ）市民館・労働会館における貯水槽清掃業務 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、「水道法（昭和 32年法律第 177 号）」

等の関係法令に基づき、貯水槽及びその附属部の清掃・点検及び検査を行う。 

（ウ）建築物の害虫駆除業務 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、害虫を駆除する。 

エ 業務の対象範囲 

本施設の建物内部及び敷地（大師分館及び田島分館については専有部分等に限る。）を対象範囲と

する。 

オ 要求水準 

（ア）業務全般についての要求水準 

a 業務に使用する用具及び資材等は、常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は関係法令等

に準拠し厳重に管理すること。 

b 作業においては省エネルギー化に努めること。 

c 業務終了後は、諸室の施錠確認、消灯及び火気の始末を確実に行うこと。 

d 業務に使用する資材・消耗品は、品質保証のあるもの（ＪＩＳマーク商品等）の使用に努め
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ること。また、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１０

０号）」（グリーン購入法）の特定調達物品の使用等、地球環境に配慮した物品の使用に努め

ること。 

（イ）施設清掃業務の要求水準 

仕上げ材の性質等を考慮しつつ、日常清掃、定期清掃及び特別清掃を適切に組み合せた業務

計画を立案・実施すること（現行水準である教育文化会館委託仕様等を参考とすること。）。 

a 日常清掃 

（a）床、壁、柱等の清掃 

軽易に移動可能な備品等は移動し、材質に応じた適切な方法（掃き・集塵・拭き・研磨等）

を用いて、埃・ゴミ・手垢・汚れ等を落とし、清潔な状態に保つこと。 

（b）ガラス、マット、機器、案内板等の清掃 

ⅰ 手垢や汚れを落とし、清潔・美観を保つこと。 

ⅱ ドアノブ、手摺、スイッチ回り等、直接手を触れる箇所は、手垢曇り・埃のないよう、特

に清潔な状態に保つこと。 

ⅲ テーブル、机、椅子等の備品類は、清潔な状態に保つとともに、整理整頓を行い、常に利

用しやすい状態に保つこと。 

（c）トイレ等の清掃 

ⅰ 衛生陶器、洗面台、鏡等は埃・ゴミ・汚れのない清潔な状態に保つこと。 

ⅱ 消耗品（トイレットペーパー、水石鹸等）を補充し、常に使える状態とすること。 

ⅲ 汚物等は所定の場所に運び、指定管理者の責任において処理すること。 

（d）屑入れ等の清掃 

各室、トイレ、授乳室、屋外等、必要な箇所に屑入れ等を配置し、ゴミ等を所定の場所に

処理するとともに、屑入れ等が常に使用できる状態を保つこと。 

（e）照明器具、機器類等の清掃  

埃、土、汚れを落とし、適正に機能する状態に保つこと。 

b 定期清掃 

（a）床の清掃 

材質に応じた適切な方法を用いて、洗浄・ワックス掛け等で艶出しを行い、汚れ・シミ等

のない清潔な状態に保つこと。 

（b）壁、柱、屋上等の清掃 

すす・くもの巣等のない状態を保つこと。 

c 特別清掃 

（a）空調等の吹出口及び吸込口の洗浄 

（b）カーテンのクリーニング（市民館・労働会館を除く。） 

（c）ブラインドの清掃（市民館・労働会館に限る。） 

（d）照明器具の清掃（市民館・労働会館に限る。） 

（ウ）市民館・労働会館における貯水槽清掃業務の要求水準 

a 水槽内の作業については、換気等の安全確保に努めること。 
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b 専門技術者の指導の下に作業を行うこと。 

（エ）建築物の害虫駆除業務の要求水準 

a 噴霧法、散布法その他の有効と認められる駆除方法を採用すること。 

b 専門技術者の指導の下に作業を行うこと。 

（６）廃棄物の管理・処理に関する業務 

ア 業務内容 

関係法令を遵守し、適切な廃棄物の管理・処理を行うこと。 

イ 要求水準 

施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに、市の分別ルールに沿って適切に分別を行

い、可能な限り資源化していくことなどに努める。「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する

条例（平成４年川崎市条例第５１号）」等関係法令に従い、適切に管理・処理すること。 

（７）川崎市社会教育委員会議が設置する川崎市社会教育委員会議川崎市民館・労働会館専門部会及び

川崎市社会教育委員会議図書館専門部会に関する業務 

ア 業務内容 

「社会教育法」第１５条及び「川崎市社会教育委員条例（昭和２４年川崎市条例第３４号）」等に

基づき市が設置する、川崎市社会教育委員会議川崎市民館・労働会館専門部会（現行「川崎市社

会教育委員会議教育文化会館専門部会」）及び川崎市社会教育委員会議図書館専門部会（以下「専

門部会」という。）の実施に協力する。 

イ 要求水準 

（ア）専門部会に館長及び必要な職員が出席し、指定管理業務の実施状況等について報告すること。 

（イ）専門部会の開催においては、会場設営・資料の準備等運営を実施すること。 

（ウ）専門部会は、市が年４回程度開催するが、施設外で行う場合の出席に関する経費は、指定管

理料で対応する。 

（８）その他施設の管理運営に関して､市が必要と認める業務 

その他、施設の設置目的の達成に、市が必要と認める業務を行うものとする。 

 

１２ 指定管理者が実施する自主事業 

指定管理者は、自主事業として、あらかじめ市にその内容を提案し、市の承認を得た上で、指定管理

経費以外の自己資金により、次の事業を実施することができる。また、指定管理者は、自主事業におい

て受講料等を徴収し、指定管理者の収入にすることができる。 

ただし、指定管理者が企画・実施する自主事業は、公共の福祉に反しない範囲で行うものとし、市民

が広く利用できる又は参加できるなど、公平性・公益性に留意したものとする。また、自主事業で、本

施設を目的外使用する場合においては、市から目的外使用許可を得るとともに、その使用料を市に支払

う。 

（１）イベント等の事業 

自主事業によるイベント等の事業については、市民の施設利用を妨げないよう留意することとし、

事前に市の承認を得ることで、実施することができる。 

（２）物販事業 
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指定管理者は、自動販売機の設置、売店・飲食スペースとは別の売店の設置等による飲食の提供な

どの物販事業を行うことができる。 

（３）その他の事業 

指定管理者は、上記の事業の他、施設の利用促進、利便性向上等を考慮した事業（各種サービス機

器の設置、新たな備品・用具の貸出し、その他サービス事業等）を実施することができる。 

 

１３ 経理に関する事項 

（１）指定管理者の収入として見込まれるもの 

指定管理者は、次に掲げる収入を指定管理者の収入とすることができる。 

ア 市民館・労働会館等の利用料金収入 

（ア）利用料金制度を導入する。なお、利用料金については、市が市民館・労働会館条例で規定す

る利用料金を上限とし、市の承認を得て指定管理者が定める。また、指定管理者は、市民館・

労働会館条例第１７条に基づき、利用料金を減免することができる。なお、減免による利用

料金の減収については、指定管理料に当該減収分が見込まれているものとし、市からの補填

等の措置は行わない。 

（イ）減免の基準については、次のとおりとする。 

a 川崎市教育文化会館使用に関する減免措置取扱要綱 

b 川崎市が指導育成を行うことを必要とするボランティア団体等の減免措置取扱に関する登

録要領 

c 社会教育研究会等の登録に関する要綱 

d 川崎市立労働会館使用に関する減免措置取扱要領 

e その他市が認めた勤労者福祉に関する事業、団体 

イ 指定管理料 

指定管理予定者から提案された経費見積額（収支予算書）を市で精査し、指定管理予定者との協

議により確定した上で協定に定め、市が指定管理者に支払う。 

ウ 飲食・物販スペースによる収入 

指定管理者が運営する飲食・物販スペースによる収入は、指定管理者の収入とすることができる。 

エ 自主事業による収入 

指定管理者が実施する自主事業による収入は、指定管理者の収入とすることができる。 

オ 自動販売機による収入 

指定管理者が設置した自動販売機による収入は、指定管理者の収入とすることができる。 

カ 複写機（図書館分館設置分を除く）による収入 

指定管理者が設置した複写機の収入は、指定管理者の収入とすることができる。 

（２）管理運営経費 

指定管理者は、次に掲げる費用を管理運営経費として支出する。 

ア 人件費（退職給与引当金を含む。） 

イ 事務費（旅費、消耗品費、通信運搬費等） 

ウ 管理費（建物管理費、光熱水費、清掃費、設備機器管理費等） 
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エ 事業費（報償費、消耗品費、図書コーナー資料費、通信運搬費等） 

オ その他施設の管理運営に必要となる経費 

ただし、管理運営経費のうち、市が設置する施設内無線 LAN による通信費は市が負担する。 

（３）大師分館及び田島分館における光熱水費の支払 

光熱水費のうち、大師分館における電気料並びに田島分館における電気料及び水道料は管理組合

が一括で契約していることから、指定管理者は、管理組合の請求に基づき、管理組合が指定する期

日までに支払うものとする。 

（４）指定管理料の支払 

市は、会計年度ごとに指定管理料を決定し、指定管理者に支払う。なお、支払方法は協定で定める。 

（５）管理口座 

指定管理料及びその他の収入は、指定管理者が他の事業等で利用する口座とは別の口座で管理す

る。 

 

１４ 自動販売機設置による販売業務 

利用者の利便性向上のため、指定管理業務として、市民館・労働会館等の施設内にアルコール類（ノ

ンアルコールビール類を含む。）を除く飲み物（以下「清涼飲料」という。）の自動販売機を設置、管理

することができる。なお、市民館・労働会館においては、３台以上を置くものとする。その他、市民館・

労働会館等に自動販売機を設置する場合は、次に掲げる事項に留意する。 

（１）販売条件 

販売物の種類、自動販売機設置業者については、指定管理者が、利用者の意向等を踏まえて決定

し、設置、変更又は撤去（以下「設置等」という。）、販売等に関する条件については、指定管理者

と業者との間の契約等によって定める。また、販売物の価格については、一般的な市場価格を超え

ないものとする。 

（２）清涼飲料の販売について 

自動販売機設置による清涼飲料の販売を行う場合は、行政財産を目的外に使用することには当た

らないと解釈し、目的外使用許可の取扱いをしないこととする。ただし、「母子及び父子並びに寡

婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）」に基づく母子・父子福祉団体等が設置する自動販売機に

ついては取扱いが異なるため、該当する場合の手続き等については市と協議する。 

（３）自動販売機による収入 

販売及びスペースの使用による収入（「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づく母子・父子福祉

団体等が設置する自動販売機を除く。）については、原則、指定管理者に帰属する。販売に伴う電

気料金は、自動販売機設置業者が負担し、指定管理者の収入とする。 

（４）その他 

ア 指定管理者が設置する自動販売機は、災害時に飲料を無償提供できる災害対応の自動販売機（災

害支援型）とすること。ただし、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づく母子・父子福祉団体

等が設置する自動販売機は除くことができる。 

イ 自動販売機の設置及び撤去に関しては、市と協議のうえ決定する。 
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１５ 複写サービスの実施 

市民館・労働会館については、利用者の利便性向上のため、指定管理業務として次のとおり１台以上

の複写機を設置、管理する。 

また、図書館分館については、次のとおり令和１０（２０２８）年３月３１日までの間は、市が設置

する複写機の管理を行い、令和１０（２０２８）年４月１日以降は、指定管理業務として、１台以上の

複写機を設置、管理する。 

（１）市民館・労働会館における複写機の設置及び管理 

ア リース契約等により複写機の設置、管理を指定管理者が行う。 

イ 設置する複写機は、カラー印刷機能、ＵＳＢメモリからの出力対応が可能なものとする。 

ウ 複写サービスの価格は、一般的な市場価格を超えないものとする。 

エ 複写サービスの使用による収入は、指定管理者に帰属する。 

オ 複写機設置に伴う電気料については、指定管理料で対応する。 

カ 利用者が希望する場合、指定管理者は領収書を発行する。 

（２）令和９（２０２７）年１１月１日から令和１０（２０２８）年３月３１日までの市が設置する図書

館分館における複写機の管理 

ア 図書館分館については、「川崎市立図書館利用者用複写品の調達に係る基本協定書」に基づき市が

設置する複写機の管理を指定管理者が行う。 

イ 複写サービスの価格は、「川崎市立図書館管理運営要綱」に基づき定める。 

ウ 複写サービスの使用による収入は、市に帰属する。指定管理者は、収入に係る収納事務を行うも

のとし、その詳細については別途委託契約を取り交わすものとする。また、収納事務に係る委託

料については、指定管理料に含まれているものとする。 

エ 複写機管理に伴う電気料については、指定管理料で対応する。 

オ 利用者が希望する場合、指定管理者は「川崎市立図書館管理運営要綱」に基づき領収書等を発行

する。 

カ 図書館資料については、「川崎市立図書館管理運営要綱」に基づき複写サービスを提供する。 

（３）令和１０（２０２８）年４月１日から令和１５（２０３３）年３月３１日までの図書館分館におけ

る複写機の設置及び管理 

ア リース契約等により複写機の設置、管理を指定管理者が行う。 

イ 複写サービスの価格は、「川崎市立図書館管理運営要綱」に基づき定める。 

ウ 複写サービスの使用による収入は、指定管理者に帰属する。 

エ 複写機設置に伴う電気料については、指定管理料で対応する。 

オ 利用者が希望する場合、指定管理者は「川崎市立図書館管理運営要綱」等に基づき領収書等を発

行する。 

カ 図書館資料については、「川崎市立図書館管理運営要綱」に基づき複写サービスを提供する。 

 

１６ 指定管理者の管理開始にかかる準備 

令和９（２０２７）年１１月１日からの管理開始が円滑に行われるよう、管理開始前に市と協議を行

う。また、指定期間が始まるまでに要する準備経費については、原則として、指定期間中の収入をもっ
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て充てる。ただし、川崎市民館・労働会館の開館に伴う準備業務のうち市が指定する業務については、

別途、令和９年４月から開館準備業務委託契約の締結を予定しており、業務の詳細は市と協議を行うも

のとする。なお、主な開館準備業務の対象は以下のとおりである。 

ア 施設等の予約受付業務（抽選会の実施を含む。） 

イ 図書コーナーに関する業務（配架計画の作成、貸出システムへの労働資料等受入登録、搬送、配

架） 

ウ 開館記念式典の企画・準備業務 

エ 内覧会の対応業務 

オ 竣工から開館までの施設保安に関する業務（光熱水費の契約、施設設備の保安、日常清掃等） 

 

１７ 指定期間終了に伴う次の指定管理者への引継ぎ 

指定期間終了に伴う次の指定管理者への引継ぎについては、誠意をもって行うこととし、指定期間終

了前に文書及び実務担当者による現場説明を十分に行い、資料作成、説明等の引継ぎに必要な経費は指

定管理者の負担とする。 

 

１８ 業務の継続が困難となった場合の対応 

指定管理者の責めに帰すべき事由によって業務の継続が困難となり、サービスを中断することが利

用者や市民に対して多大な影響を及ぼす場合、新たな指定管理者を指定するまでは、指定管理者は市の

監督の下で業務を継続しなくてはならない。 

これが困難な場合は、市が別の事業者を指名して事業を実施する。この場合の経費については、指定

管理者の負担とする。 

 

１９ 市税等 

指定管理者制度によって市の施設を運営する場合であっても、会社等の法人に係る市県民税、事業者

が行う事業に係る事業所税等については、課税の対象となる場合があるため、市財政局税務部市民税管

理課へ確認すること。 

 

２０ 個人情報の保護 

指定管理者が個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律」、「川崎市情報セキュリテ

ィ対策基準」等の規定に従い、個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。指

定管理者は指定管理業務を行うに当たり、個人情報の取り扱いには十分留意し、情報の漏洩、滅失及び

き損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために、業務従事者等に対して

研修を行う等必要な措置を講じる。 

 

２１ 情報の公開 

指定管理者は、指定管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等で、指定管理者が管理して

いるものについては、「川崎市情報公開条例（平成１３年川崎市条例第１号）」等、関係法令にのっとり、

適正な情報公開に努める。 
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２２ 業務の一括委託の禁止 

指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、指

定管理者は、業務の一部を第三者に委託することができる。その場合、指定管理者は、「川崎市中小

企業活性化のための成長戦略に関する条例」の趣旨を踏まえ、市内業者（川崎市内に本社を有する業

者）の育成及び市内経済の活性化を図るため、市内中小企業者を優先して活用すること。また、業務

の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ再委託先名、再委託する理由等について記載した書面

を市に提出し、その承諾を得ること。 

 

２３ 公職選挙法における個人演説会の会場 

市民館・労働会館等は、公職選挙法における個人演説会の会場に指定されているため、選挙時に候補

者等から利用の申請があれば、施設を利用させる必要があることに留意すること。 

 

２４ 管理組合に関すること 
指定管理者は、大師分館及び田島分館が入る施設の管理組合が主催する関係会議に市の担当者とと

もに出席する。 

 

２５ その他市及び市の関係団体等が行う事業等への協力 

指定管理者は、市及び市の関係団体等が実施する次の事業等への協力を行う。 

（１）選挙や防災訓練等の事業への施設提供等 

（２）各種調査等 

（３）市の事業等への事業企画・実施等による参加、会場提供、広報等 

（４）川崎区の地域課題対応事業等への事業企画・実施等による参加、会場提供、広報等 

（５）市の事業等に関する物資の保管場所の提供 

（６）監査事務局及び包括外部監査が行う監査業務 

（７）条例上の休館日にあたる年末年始の期間におけるホームレス越年対策事業等への会場提供 

（８）その他、市が必要と認めること 

 

２６ コンプライアンス（法令遵守）に関すること 

指定管理者は、次のような事由が生じたときは、市に「コンプライアンス（法令遵守）に関する報告

書」を遅延なく報告する。 

（１）市からの指名停止に該当する事由があった場合 

（２）団体に次の事由があった場合 

労働基準法、不正競争防止法（平成５年法律第４７号）等の関係法令の違反により公訴を提起さ

れ、又は、行政庁による監督処分がなされたとき。 

（３）団体の役員又はその使用人による次の事由があった場合 

業務上の贈賄、横領、窃取、搾取、器物破損、その他指定管理者としての業務の健全かつ適正な運

営に重大な支障をきたす行為又はそのおそれがある行為があったとき。 
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２７ 暴力団排除 

指定管理者は、「神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）」及び「川崎市暴力団

排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）」に基づき、指定管理業務を行う。特に「川崎市暴力団排除

条例」第９条に規定する「公の施設の管理における暴力団排除」については、これを遵守する。 

 

２８ 感染症予防対策 

感染症予防対策の観点から、施設利用者が利用する消毒液等の物資を施設内に備えつけておく。ま

た、感染症の拡大に備え、業務継続に必要な備えを行う。 

 

２９ リスク分担 

指定管理業務に関する主なリスク分担については次のとおりとする。また、項目にないもの及びリス

ク分担の詳細については、協定で定める。  

リスクの種類 内  容 

負担者 

市 
指定 

管理者 

サービスリスク サービスの質の変動に関するリスク  ○ 

利用者リスク 利用者数の変動に関するリスク  ○ 

収入リスク 収入の変動に関するリスク  ○ 

維持管理リスク 良好な施設状態の維持に関するリスク  ○ 

施設所有者 

リスク 
事業期間中に必要な改修等を実施することに関するリスク 〇  

予算リスク 指定管理料等の予算確保に関するリスク 〇  

不可抗力リスク 
地震等の自然災害や感染症の流行、暴動等人災の発生のリス

ク 
〇 ○ 

防災情報※等による

キャンセルリスク 

防災情報等を理由とした施設利用予約のキャンセル料の取扱

いに関するリスク 
〇  

法令変更リスク 法令（税制を含む。）の変更に関するリスク 〇 〇 

物価変動リスク 

物価・金利の変動に伴う経費や収入の増加又は減少  ○ 

予測不可能な物価・金利の変動により指定管理者の業務継続

が困難となり、利用者へのサービスを中断せざるをえない場

合 

協議 

※ 利用日に市内を運行する区間で、鉄道事業者が、運転を休止する「計画運休」を実施した場合、又は、

利用日に市内に「避難指示」以上が発令された場合 

（１）修繕費の分担の考え方 

施設（備品を含む。）の修繕は、原則として金額の多寡にかかわらず、施設の設置主体である市

が負担すべきだが、計画的な改修工事を除く施設の修繕について、施設を管理運営する中で、緊

急性、安全性の観点から、指定管理者が迅速に実施した方が市民サービスの維持向上に寄与する
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と期待される場合は、指定管理者が修繕を実施することができる。修繕費用の分担については、

次の考え方を基本に決定する。 

ア 大規模な修繕については、市の修繕計画に従い、市の負担により行う。 

イ 指定管理者の責めに帰すべき事由がある場合の修繕は、指定管理者の負担により行う。 

（２）修繕費の費用負担限度額について 

指定管理料により修繕することとする１件当たりの限度額を１００万円未満とし、指定管理者は

限度額の範囲内で必要な修繕を行う。１００万円を超える場合は、必要に応じて市と協議を行

う。なお、指定管理者が負担する年間累計限度額の標準額は３００万円とするが、市と協議の

上、確定額を年度協定にて定めるものとする。 

  



44 
 

３０ モニタリング・評価に関すること 

施設の管理運営業務に関するモニタリング・評価を次のとおり実施する。なお、詳細については、市

と指定管理者で締結する協定で定めるものとする。 

（１）モニタリング・評価の方法 

指定管理者自身によるセルフモニタリングを義務付けるとともに、市がモニタリング・評価を実施

する。標準的なモニタリング・評価の方法は次のとおりとする。 

種類 目的 実施者 実施時期 実施後の対応 

モニタリ

ング 
履行状況確認 

指定管理者 

毎日：業務記録 

毎月：事業実績・履行状況確認 

   事故・苦情対応報告 

四半期：サービスの質報告 

・自己改善 

・市に報告 

市 

毎月：事業実績・履行状況確認 

四半期：サービスの質報告 

四半期又は半年：経営状態確認 

・改善指導 

・指定管理料減額 

・指定取消 

事業評価 

成果確認 市 年度終了後速やかに 

・市に報告 

・民間活用事業者選定

評価委員会による

確認 

・指定管理者に通知 

・評価結果の公表 

・達成度に応じた対価

の支払い 

市の評価の 

妥当性判断 

民間活用事業者

選定評価委員会 
翌年度 6 月末めど 

総括評価 
制度導入効果

の検証 

民間活用事業者

選定評価委員会 

指定期間最終年度の前の年度

の事業評価後速やかに 

・指定管理者制度の継

続、見直し等 

※ 民間活用事業者選定評価委員会は、学識経験者、本施設運営に関して専門知識を有する者及び財務の

専門家等で構成され、指定管理者が行った管理運営業務の評価に関することなどを審議する。 

（２）指定管理者が作成・提出する書類  

標準的な書類は次のとおりとする。 

ア 指定管理者によるセルフモニタリング 

セルフモニタリングは、事業計画書に基づく業務遂行にあたり、仕様書に定められた業務の確実

な履行を自ら確認するために、適切な業務記録を作成し、分析・自己評価するものとする。 

（ア）業務記録 

業務の履行状況や事業の実施状況を記録する。 

（イ）モニタリングシート 

市と指定管理者の協議により作成する。 

（ウ）アンケート 

利用者の意見や要望を収集すること。なお、意見収集にあたっては、アンケートの実施方法

や内容、質問項目について市と協議の上決定し、評価結果と原因の関係が分析できる内容と
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する。また、回収率もある程度の目標値を設定し、実効性の高い意見収集を行う。 

（エ）報告書 

分析結果や改善措置状況を記録する。 

イ 市によるモニタリング 

（ア）モニタリングシート 

市と指定管理者の協議により作成する。 

（イ）事業収支報告書 

（ウ）点検・修繕に関する報告 

（エ）財務関係資料 

（オ）その他市が必要と認める書類 

ウ 事業評価 

（ア）事業報告書 

（イ）事業収支報告書 

（ウ）利用者満足度調査報告書 

（エ）業務改善報告書 

（オ）その他市が必要と認める書類 

（３）セルフモニタリングの留意点 

ア 記録の整備と保管を徹底すること。 

イ 利用者の視点に基づくサービス改善の意識を常に保つこと。 

ウ 問題発生時の市への報告・連絡・相談体制を整備すること。 

エ 個人情報の管理に十分注意すること。 

オ 報告書等だけでは確認できない事項については、実地調査やスタッフのヒアリング等により確認

する場合がある。 

（４）モニタリング・評価結果に基づく改善指導等 

モニタリングや評価の結果、業務を履行しない、あるいは仕様書等の水準を満たしていないとき

は、市が指定管理者に対して是正や改善を指示し、サービスの回復を図る。なお、これに従わない

とき又は管理継続が適当でないと民間活用事業者選定評価委員会で認めるときは、業務の一部又

は全部の停止を命じて指定管理料の減額や指定の取消しができるものとする。 

（５）評価結果の公表方法   

評価結果（評価シート）、総括評価結果（総括評価シート）は、市のホームページで公表する。サ

ービスの改善・向上を図っていくため、評価が低い項目については、要因分析を行うとともに、そ

の結果に基づいて、次年度以降は目標水準を達成できるよう、対応策を事業計画等に反映させるこ

ととする。 

 

３１ その他の条件 

（１）市の許可無く、利用者に新たに費用負担を求めることはできない。 

（２）本仕様は、国及び市の制度等の改正に伴い変更することがある。 
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３２ 検査 

指定管理者は、市の求めに応じ、管理の状況について実地検査を受け、必要な書類の提出を行う。 

 

３３ 協定 

管理実施細目、指定管理料等の確認のため、毎年度当初に協定書を取り交わす。 

 

３４ 協議 

この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、市と協議して定める。 


